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1. 延岡市新⽔道ビジョンの概要 
1.1. 延岡市新⽔道ビジョンの趣旨 

平成 27 年度に延岡市新⽔道ビジョンを策定し、掲げた基本⽅針に基づいて計画的に事業を

進めてきました。計画期間（平成 28 年度〜令和 7 年度）の 10 年⽬を迎えた現在、⽔道を取

り巻く状況は策定当時と⽐べて⼤きく変化しています。まず、⽇本の総⼈⼝は減少傾向であ

り、本市では、平成 27 年度のビジョン策定時では⾏政区域内⼈⼝ 124,092 ⼈でしたが、令

和 6 年度では 110,078 ⼈と、約 14,000 ⼈減少しています。現在の年齢別の⼈⼝構成や出⽣

率の状況を踏まえると、今後も⼈⼝が減少することにより、給⽔⼈⼝や給⽔量も減少する⾒通

しです。 

また、平成 28 年の熊本地震では、広範囲にわたる⽔道管の破損により最⼤約 45 万⼾が断

⽔する甚⼤な被害が発⽣し、⼀部地域では復旧まで約 2 週間、完全復旧には約 3 か⽉半を要

し、耐震化された管路とそうでない管路で被害に差が⾒られたことから、⻑期間の断⽔に備え

た⽔の確保や代替⽔源確保の重要性、⽔道管の耐震化が教訓として改めて認識されました。 

さらに、令和 6 年 1 ⽉ 1 ⽇に発⽣した能登半島地震により、⽯川県能登地⽅では広範囲に

わたって断⽔が発⽣しました。断⽔は最⼤で約 14 万⼾で、復旧には約 5 か⽉を要し、能登町

では、⽔道管や浄⽔場、配⽔池などの重要設備が被害を受けたほか、⼭間部では⼟砂災害や道

路の崩壊が⽔道管の復旧の妨げとなりました。 

本市においても、南海トラフ地震などの被害が想定されることから、⽔道施設の耐震化や応

急対策など、本市の⽔道事業が⽬指すべき⽅向性と実現⽅策、及び⽔道事業の経営戦略を統合

した「延岡市新⽔道ビジョン」を改定しました。 
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1.2. 延岡市新⽔道ビジョンの位置づけ 
『延岡市新⽔道ビジョン』（以降、本ビジョン）は、平成 25 年３⽉に厚⽣労働省から公表

された「新⽔道ビジョン」で掲げられた「安全」、「強靭」、「持続」の理想像に向け、本市⽔道

事業が⽬指すべき⽅向性と実現のための⽅策を⽰したものです。 

本市の社会情勢や地域特性を踏まえ、⽔道事業の現状を適切に分析・評価を⾏い、「第 7 次

延岡市⻑期総合計画」と整合を図り、また、総務省の通知に基づき、⽔道事業の経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上に取り組むために改定した、「延岡市⽔道事業経営戦略」は計画

期間が令和元年度〜令和 10 年度ですが、今回の新⽔道ビジョンの更新に合わせて内容を⾒直

し、統合するものです。 

 
図 1.2.1 延岡市新⽔道ビジョンの位置づけ 

 
1.3. 延岡市新⽔道ビジョンの計画期間 

「⽔道事業ビジョン作成の⼿引き」では、「当⾯の⽬標点を策定から概ね 10 年後とし、50

年、100 年先の将来を⾒据えた⽔道事業の理想像を明⽰することを基本とする。」とされてお

り、本ビジョンにおいても計画期間を 10 年とします。 

また、経営戦略においても本ビジョンと同様に、計画期間を 10 年とし、随時計画を改定し

ます。 
  

延岡市新⽔道ビジョン 
（令和 8 年度〜令和 17 年度） 

延岡市新⽔道ビジョン 
（平成 28 年度〜平成 37 年度） 

延岡市上下⽔道耐震化計画 

延岡市⽔道施設耐震化計画 

上位計画 

環境の変化に合わせた改善 

上位計画との整合 

第 7 次延岡市⻑期総合計画 

個別計画との整合 

延岡市⽔道事業経営戦略 
（令和元年度〜令和 10 年度） 

国・県新⽔道ビジョン 
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2. ⽔道事業の現状評価・課題 
2.1. 地域特性 

本市は、東九州に位置しています。九州⼭地を背に、清流五ヶ瀬川が貫流し、⽇向灘に⾯し

ています。 

江⼾時代、⾼橋、有⾺、三浦、牧野、内藤の五⽒の藩主が⼊れ代わり移封された延岡藩の城

下町として栄え、その歴史と⽂化は今もなお受け継がれています。⼤正年間に⼊り、旭化成を

中⼼とする⼯業都市となり、近年では、平成 18 年に《⼭の⽂化の北⽅町》、《海の⽂化の北浦

町》、19 年に《⼭と川の⽂化の北川町》との⼀市三町合併を経て、九州では⼆番⽬に広い⾯積

を有し、⼈⼝約 11 万⼈の東九州の中核都市として発展してきました。 

地形的特⾊としては、本市は、宮崎県北部に位置し、東は⽇向灘に⾯したリアス式海岸、⻄

は九州⼭地の雄⼤な⼭々に囲まれ、北川・五ヶ瀬川・祝⼦川などが合流する延岡デルタ地帯を

中⼼に、海・⼭・川が融合した地形的多様性に富んだ地域です。 

沖積平野は河川の堆積作⽤によって形成され、海⽔準⾯下 60m に達しても基盤岩に届かな

いほど深く、氷河期の海⾯低下による地形変化の痕跡も残されています。このような地形は、

天然の良港や肥沃な農地を⽣み出し、本市の⼯業・農業・⽔産業の発展を⽀えるとともに、祖

⺟・傾・⼤崩ユネスコエコパークなどの⾃然環境保全地域としても重要な役割を果たしていま

す。 
 

 

図 2.1.1 本市の位置 
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2.2. ⽔道事業の概要 
2.2.1. ⽔道事業の沿⾰ 

本市⽔道事業は、昭和 27 年度に創設され、昭和 31 年 2 ⽉に給⽔⼈⼝ 4 万⼈、最⼤給⽔量

8,000 ㎥/⽇にて供⽤開始しました。その後の拡張事業を経て、平成 28 年度には簡易⽔道事

業を統合し、広域的な⽔道管理体制を確⽴しました。現在は計画給⽔⼈⼝ 120,900 ⼈、最⼤

給⽔量 55,900 ㎥/⽇の規模で運営しています。 

 
表 2.2.1 本市⽔道事業の沿⾰ 

 

 

 

1⼈1⽇ 1⽇ 1⽇
平均(L) 最⼤(L) 最⼤(㎥)

S27.4.1 S27〜29

変更
給⽔区域拡張
配⽔管布設

S29.4.16 －

〃 配⽔管の延⻑ S30.7.30 S30〜32

〃 拡張 S33.9.1 S34 150 200 10,000 50,000

〃 第1次拡張 S35.3.10 S35〜41 242,828 200 250 25,000 100,000

〃 第2次拡張 S44.3.31 S44〜51

〃 給⽔区域拡張 S50.3.31 S50〜53

〃 第3次拡張 S56.5.12 S56〜61 7,056,700

〃 区域拡張 H6.5.11 H6 107,917

〃 区域拡張 H9.3.31 H9 69,900 428 550 68,300 124,100

〃 浄⽔⽅法変更 H21.3.31 H21〜27 1,498,000 419 518 58,650 113,180

〃 簡易⽔道統合 H28.3.23 H28〜R7 9,027,397 376 462 55,900 120,900

475 600 87,600 146,000

創設

257,065
150 200 8,000 40,000

2,133,724 360 450 63,000 140,000

計画給⽔
⼈⼝(⼈)

事業認可等
認可

年⽉⽇
事業
年度

総事業費
(千円)

計画配⽔量
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配⽔区域図は図 2.2.1 に⽰すとおりです。 

 
図 2.2.1 延岡市配⽔区域図 
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2.2.2. ⽔道施設の現状 
⽔道施設は、地下⽔、表流⽔、伏流⽔などの原⽔を採取する「取⽔施設」、取⽔施設より取

⽔した原⽔を浄⽔施設へ送る「導⽔施設」、原⽔を浄化して⽔質基準に適合した⽔道⽔を⽣産

する浄⽔場等の「浄⽔施設」、浄⽔施設から配⽔施設へ⽔道⽔を送る「送⽔施設」及び⽔道⽔

を⼀時的に貯⽔し、各ご家庭等へ供給する「配⽔施設」があります。 

本市には、古城、祝⼦、⻄階、三輪、細⾒の主要な⽔源地があり、いずれも清澄な地下⽔、

もしくは河川伏流⽔であるため、特別な浄⽔処理を⾏うことなく、次亜塩素消毒のみで法律に

定められた⽔質基準を満たしています。 

その他、地下⽔や表流⽔の⽔源では、⽔質に応じて次亜塩素消毒、緩速ろ過、急速ろ過によ

り浄⽔処理を⾏っています。 

また、次亜塩素消毒の効果が低い病原性微⽣物対策が必要とされる浄⽔施設がありました

が、現在は紫外線処理設備を導⼊することにより、安全な⽔の供給を⾏っています。 

他に、⼀部の浄⽔施設については表流⽔を⽔源としているため、緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ

過といった濁りを取り除くためのろ過設備を設置している浄⽔施設もあります。 

本市の⽔源を表 2.2.2、浄⽔⽅法について表 2.2.3 に⽰します。 
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表 2.2.2 本市の⽔源 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設 配⽔能⼒ ポンプ台数 取⽔井 電気室
古城 15,720㎥/⽇ 取⽔7 送⽔5 3 1
三輪 18,630㎥/⽇ 取⽔6 送⽔3 3 1
祝⼦ 8,320㎥/⽇ 取⽔10 送⽔6 4 1
⻄階 5,100㎥/⽇ 取⽔4 送⽔3 1 1
細⾒ 1,200㎥/⽇ 取⽔2 1 1
⿊岩 380㎥/⽇ 取⽔2 1 1

上三輪 79㎥/⽇ 取⽔2 2 1
島浦 580㎥/⽇ 取⽔2 送⽔2 2 1

熊野江 210㎥/⽇ 取⽔2 2 1
須美江 290㎥/⽇ 取⽔2 送⽔2 1 1

下北⽅第1 1,020㎥/⽇ 取⽔2 1 1
下北⽅第2 620㎥/⽇ 取⽔2 1 1

上北⽅第1(猪内) 40㎥/⽇ － － －
上北⽅第2(⽚内) 220㎥/⽇ － － －
上北⽅第3(城) 180㎥/⽇ 取⽔2 送⽔2 － 1

屋形原 18㎥/⽇ 取⽔2 導⽔2 1 1
狩底 6㎥/⽇ － － －
古江 1,060㎥/⽇ 取⽔2 送⽔2 1 1
市振 390㎥/⽇ 取⽔2 1 1

三川内 300㎥/⽇ 取⽔2 1 1
阿蘇 150㎥/⽇ 取⽔2 1 1
永代 1,230㎥/⽇ 取⽔2 2 1
⼋⼾ 26㎥/⽇ 取⽔1 1 1

躑躅⾕ 59㎥/⽇ － － －
多良⽥ 72㎥/⽇ 取⽔2 1 1
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表 2.2.3 浄⽔⽅法 

 

配⽔区 浄⽔場 浄⽔処理⽅法 ⽔源種別
古城配⽔区 古城⽔源地 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 伏流⽔
三輪配⽔区 三輪⽔源地 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
祝⼦配⽔区 祝⼦⽔源地 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
⻄階配⽔区 ⻄階⽔源地 次亜塩素注⼊ 浅井⼾
細⾒配⽔区 細⾒⽔源地 次亜塩素注⼊ 浅井⼾
⿊岩配⽔区 ⿊岩⽔源地 次亜塩素注⼊ 浅井⼾
上三輪配⽔区 上三輪⽔源地 次亜塩素注⼊ 浅井⼾
島浦配⽔区 島浦⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
熊野江配⽔区 熊野江⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
須美江配⽔区 須美江⽔源地・浄⽔場 膜処理設備＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾

下北⽅第1⽔源地 PAC注⼊＋次亜塩素注⼊＋急速ろ過 浅井⼾
下北⽅第2⽔源地 PAC注⼊＋次亜塩素注⼊＋急速ろ過 浅井⼾
上北⽅第1(猪の内)浄⽔場 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊ 表流⽔
上北⽅第2(⽚内)浄⽔場 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊ 表流⽔
上北⽅第3(城)浄⽔場 PAC注⼊＋次亜塩素注⼊＋前処理設備＋急速ろ過 表流⽔

屋形原配⽔区 屋形原浄⽔場 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
狩底配⽔区 狩底浄⽔場 前処理設備＋緩速ろ過＋次亜塩素注⼊ 表流⽔
北川中央配⽔区 永代⽔源 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
⼋⼾配⽔区 ⼋⼾⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
下⾚・上⾚配⽔区 下⾚上⾚⽔源地 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊ 表流⽔
多良⽥配⽔区 多良⽥⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
北浦配⽔区 古江⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾

市振⽔源地・浄⽔場 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
三川内配⽔区 三川内⽔源地 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾
阿蘇配⽔区 阿蘇⽔源地・配⽔池 紫外線処理＋次亜塩素注⼊ 浅井⼾

下北⽅配⽔区

上北⽅配⽔区



 

9 

2.3. 前回の指標値の振り返り 
前ビジョンで設定した⽬標値について、令和 6 年度末時点で振り返りを⾏いました。 

 
2.3.1. 安全な⽔道 

・ 防犯カメラ導⼊率が 100％に達したため、⽬標値を達成しました。 

 
2.3.2. 強靭な⽔道 

・ 停電時配⽔量確保率は令和 6 年度末時点で 58.8％であり、⽬標値である 60％以上をほぼ

達成できました。 

・ 法定耐⽤年数超過設備率は令和 6 年度末時点で 39.9％であり、⽬標値である 40％以内を

達成しました。 

・ 配⽔池耐震施設率は令和 6 年度末時点で 80.4％であり、⽬標値である 50％以上を達成し

ました。 

・ 管路の耐震化率は令和 6 年度末時点で 31.9％であり、⽬標値である 30％以上を達成しま

した。 

 
2.3.3. ⽔道事業の持続 

・ 経常収⽀⽐率は令和 6 年度末時点で 115.5％であり、⽬標値である 100％以上を達成しま

した。 

・ 料⾦回収率は令和 6 年度末時点で 111.9％であり、⽬標値である 100％以上を達成しまし

た。 

・ 施設利⽤率は令和 6 年度末時点で 76.7％であり、⽬標値である 70％台を達成しました。 

・ 給⽔収益に対する企業債残⾼の割合は令和 6 年度末時点 395.6％であり、⽬標値である

300％以内を達成できませんでした。 
 

表 2.3.1 指標値の振り返り 

 

業務指標 旧業務指標 単位 平成26年度 令和6年度 ⽬標値 進捗状況

安全な⽔道 防犯カメラ導⼊率 防犯カメラ導⼊率 ％ 40.0 100.0 100.0 達成

停電時配⽔量確保率 ⾃家⽤発電設備容量率 ％ 48.6 58.8 60以上 ほぼ達成

法定耐⽤年数超過設備率 経年化設備率 ％ 41.4 39.9 40以内 達成

配⽔池耐震施設率 配⽔池の耐震施設率 ％ 20.3 80.4 50以上 達成

管路の耐震化率 管路の耐震化率 ％ 20.8 31.9 30以上 達成

経常収⽀⽐率 経常収⽀⽐率 ％ 112.5 115.5 100以上 達成

料⾦回収率 料⾦回収率 ％ 100.9 111.9 100以上 達成

施設利⽤率 施設利⽤率 ％ 68.1 76.7 70台 達成
給⽔収益に対する
企業債残⾼の割合

給⽔収益に対する
企業債残⾼の割合

％ 546.9 395.6 300以内 未達成

強靭な⽔道

⽔道事業の持続
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2.4. ⽔道事業の課題 
本ビジョンの評価の視点と評価項⽬を以下に⽰します。 

 
表 2.4.1 現状分析・評価の視点と評価項⽬ 

評価の視点 評価項⽬ 

1．（安全） 

安全な⽔の保証 

・⽔質⾯の現況評価と課題 

・⽔質事故の発⽣状況 

・貯⽔槽⽔道の指導等の状況 

・直結給⽔の進捗状況 

2．（強靭） 

危機管理への対応の徹底 

・耐震化の進捗状況 

・応急給⽔体制、応急復旧体制 

・新技術を活⽤した漏⽔調査 

3．（持続） 

⽔道事業の持続性の確保 

・供給能⼒ 

・⽔道の普及状況 

・経年化・⽼朽化施設の状況 

・経営、財務の状況（収⽀、財源等） 

・職員（技術者）の確保状況 

・官⺠連携等の状況 

・広域化の状況 

課題の抽出において、業務指標（PI）を⽤いて全国、宮崎県、類似⽔道事業体（類似団体）の

平均値と⽐較を⾏いました。類似団体は経営⽐較分析表にて採⽤されている類似団体区分である

89 の事業体を抽出します。本市の他、⼤分県別府市、⻑崎県諫早市などが該当します。 

分析の基本となるデータについて、⽔道統計（⽇本⽔道協会）を使⽤し、本市は令和 2 年度〜

令和 6 年度までの推移、参考とする全国、宮崎県、類似団体については令和 5 年度の平均値を

⽰します。 
表 2.4.2 類似団体区分 本市の区分︓108,116 ⼈(R6)、A3 

  

給水形態 現在給水人口規模 区分 団体数
都道府県・指定都市 政令市等 20
30 万人以上 A1 50
15 万人以上30 万人未満 A2 72
10 万人以上15 万人未満 A3 89
5 万人以上10 万人未満 A4 188
3 万人以上5 万人未満 A5 198
1.5 万人以上3 万人未満 A6 247
1 万人以上1.5 万人未満 A7 131
5 千人以上1 万人未満 A8 190
5 千人未満 A9 45

用水供給事業 B 66

末端給水事業
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2.5. 安全な⽔の保証 
2.5.1. ⽔質⾯の現況評価と課題 

本市では、地下⽔、表流⽔、伏流⽔などを⽔源として⽔道⽔を供給しています。本市では⽔質

検査計画に基づいて定期的に⽔質検査を実施しており、上⽔⽔質の保持に努めています。 

本市では、原⽔、浄⽔ともに、安⼼・安全な⽔の供給を⾏うために必要な⽔道法で検査が義務

付けられている⽔質基準項⽬及び毎⽇検査項⽬に加えて、⽔質基準に準じて取り扱う⽔質管理⽬

標設定項⽬及びクリプトスポリジウム等関連項⽬について検査を⾏っています。 

⽔質基準は、最新の知⾒により⾒直しを⾏う『逐次改正⽅式』をとっており、最近では、令和

8 年 4 ⽉から、「PFOS 及び PFOA」を現在の⽔質管理⽬標設定項⽬から⽔質基準項⽬へと強化す

ることが決定しています。 

過去 5 年間の⽔質データを集計した結果、⼀部の原⽔では⽔質基準値を超過している項⽬があ

りましたが、浄⽔場にて適切な処理を⾏い、浄⽔では⽔質基準値を満たしています。 

今後も安全な⽔を供給するため、引き続き良好な⽔源環境の監視を⾏い、適正な浄⽔技術の維

持・向上を⽬指します。 

 

「安全な⽔の保証」の観点からの課題 

・適正な浄⽔技術の維持・向上 

・良好な⽔源環境の監視 
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2.5.2. ⽔質事故の発⽣状況 
「⽔質事故数」は、年間⽔源⽔質事故件数を整理したものです。 

しかし延岡市の場合は対象が 1 事業体のみであるため、平均値ではなく実際の事故発⽣数をそ

のまま⽤いています。 

本市ではこれまで、⽔質事故は発⽣しておりません。 

本市では、遠⽅監視装置を主要な⽔源に整備し、常時濁度の変動を遠⽅監視するとともに、残

留塩素計や紫外線処理設備の異常検知装置を設置し、上下⽔道局庁舎で監視しています。 

今後も、遠⽅監視装置等により、⽔質事故を未然に防ぎ、併せて⽔道施設への侵⼊等の悪戯対

策等、施設のセキュリティ強化に取り組んでいきます。 
 

 

 

図 2.5.1 ⽔源の⽔質事故数 
 

「⽔質事故の発⽣状況」の観点からの課題 

・⽔道施設のセキュリティ管理強化対策の継続 
 

  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2
0.1 0.1

0.0

1.0

R2 R3 R4 R5 R6 全国 宮崎県 類似団体

⽔
源
の
⽔
質
事
故
数
（
件
）

R2 R3 R4 R5 R6 全国 宮崎県 類似団体
A301 ⽔源の⽔質事故数 件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1

⽔道統計より

No. PI 単位
平均値（R5）延岡市
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2.5.3. 貯⽔槽⽔道の指導等の状況 
貯⽔槽⽔道とは、⽔道事業者から供給される⽔のみを⽔源とし、その⽔を⼀旦受⽔槽に受け供

給される施設の総称で、有効容量 10m³を超えるものは簡易専⽤⽔道、有効容量 10m³以下のも

のは⼩規模貯⽔槽⽔道に区分され、集合住宅や病院、学校等⽐較的規模が⼤きな施設が該当しま

す。 

貯⽔槽⽔道は本来、設置者が管理しますが全国的にその管理に問題があるとされ、衛⽣上好ま

しくない事例もあったことから、⽔道事業者が、指導、助⾔及び勧告を⾏えるようになりまし

た。 

本市では、今後とも貯⽔槽の衛⽣管理向上のため保健所等と協⼒し、より積極的に貯⽔槽の衛

⽣管理に関与していきます。 

 

「貯⽔槽⽔道の指導等の状況」の観点からの課題 

・さらなる貯⽔槽衛⽣管理への関与 
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2.5.4. 直結給⽔の進捗状況 
直結給⽔とは、⽔道の供給⽅式のうち、貯⽔槽を経由せず、配⽔管からの⽔圧を直接利⽤して

建物に給⽔する⽅式です。 

本市では、４階建てまでの集合住宅で直結給⽔に関する申請があった場合、地盤⾼や⽔圧等の

条件に相違があるため、個別に直結給⽔の可否について判断し、新規物件への導⼊や、既存貯⽔

槽の廃⽌に伴う直結給⽔化を⾏うこととなっています。貯⽔槽を極⼒減らしていくことが、⽔道

利⽤者の⽅の安⼼に繋がると判断し、今後は、より積極的に直結給⽔化へ取り組む必要があると

考えます。直結給⽔によるメリットは、次の事項があります。 

・受⽔槽での貯留がないため衛⽣的です。 

・受⽔槽設置スペースの有効利⽤が可能です。 

・受⽔槽内の清掃等維持管理に係る費⽤を削減できます。 

・配⽔管内の圧⼒を利⽤するため、受⽔槽内の⽔を給⽔するためのポンプが不要となり、この

結果、省エネルギー化が可能となります。 

⼀⽅、デメリットは、次の事項があり、緊急時の避難場所に指定された施設や、病院等、直結

給⽔よりも受⽔槽式が望ましい場合もあります。 

受⽔槽⽅式では災害等で断⽔があっても⽔槽に貯まった⽔を利⽤できる⼀⽅、直結給⽔⽅式は

すぐに断⽔が発⽣します。直結給⽔が可能な有効⽔頭を確保するため、配⽔施設の改良が必要で

す。 

  

受⽔槽⾼置⽔槽給⽔⽅式            直結給⽔⽅式 
⽔道耐震化推進プロジェクト（平成 24 年 11 ⽉〜平成 27 年 3 ⽉） 「⽔道 PR パッケージ」より編集 

図 2.5.1 直結給⽔⽅式への改善イメージ 
 

「直結給⽔の進捗状況」の観点からの課題 
・直結給⽔の推進 
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2.6. 危機管理への対応の徹底 
2.6.1. 耐震化の進捗状況 
a) 浄⽔施設の耐震化率 

浄⽔施設の耐震化率は、耐震対策が施されている浄⽔施設能⼒の割合を⽰すもので、地震災害

に対する浄⽔処理機能の信頼性・安全性を⽰す指標の⼀つであり、耐震診断に基づき耐震性が確

認された、もしくは耐震補強⼯事・更新が完了した処理施設・機械設備の能⼒の合計を、施設全

体の能⼒の合計で割ることで算出します。 

令和 6 年度時点では 63.1%であり全国、宮崎県、類似団体平均よりも⾼い値となっていま

す。 

他事業体より耐震化が進んでいますが、今後も優先順位に応じて耐震性を向上させていきま

す。 

 

 

 
図 2.6.1 浄⽔施設の耐震化率 
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⽔道統計より
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平均値（R5）延岡市
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b) 配⽔池の耐震化率 

配⽔池の耐震化率は、耐震対策の施された配⽔池容量を配⽔池総容量で除した⽐率であり、本

市は令和 6 年度時点で 80.4％と全国、宮崎県、類似団体平均に⽐較して⾼い数値となっていま

す。令和 5 年度にて配⽔池の耐震化率が急増したのは、耐震診断の結果から耐震性があると認め

られた施設が増加したためです。 

配⽔池は、⽇常の給⽔量調整機能だけではなく、災害時の給⽔拠点となる施設であり、今後も

優先順位に応じて耐震性を向上させていく必要があります。 

また、⼤規模な地震発⽣時に配⽔管が損傷を受けた際、配⽔池内の貯留⽔が流出し給⽔拠点と

しての機能が失われる恐れがあり、それを防⽌するためには緊急遮断弁の設置が有効です。 

今後も優先順位に応じて耐震性を向上させていきます。 
 

 

 
図 2.6.2 配⽔池の耐震化率 
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c) 管路の耐震化率 

管路の耐震化率は耐震管延⻑を管路総延⻑で除した⽐率であり、本市では令和 6 年度時点で

31.9％と、全国、宮崎県、類似団体平均より⾼い値となっています。 

他事業体より耐震化が進んでいますが、今後も優先順位に応じて耐震性を向上させていきま

す。 
 

 

 
図 2.6.3 管路の耐震化率 
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d) 基幹管路の耐震化率 

基幹管路の耐震化率とは、⽔道の供給を⽀える重要な導⽔管や送⽔管、⼝径 250mm 以上の

配⽔管の耐震管延⻑を管路総延⻑で除した⽐率であり、本市では令和 6 年度時点で 38.3%と、

宮崎県平均より⾼く、全国、類似団体平均と⽐較して低い値となっています。 

管路の耐震化率と同様、まだ耐震化が進んでいない管路が多くあるため、優先順位に応じた整

備を⾏っていきます。 

 
図 2.6.4 基幹管路の耐震化率 

 
本市では令和 6 年度に「延岡市上下⽔道耐震化計画」を策定し、災害に強く持続可能な上下⽔

道システムの構築を⽬指しています。特に、災害時に重要となる施設や避難場所等に接続する管

路などを中⼼に、上下⽔道⼀体で耐震化を推進しています。また、令和 7 年度に上記を踏まえた

「延岡市⽔道施設耐震化計画」を改定し、⾼い⽬標意識をもって、⽔道施設の耐震化に努めてい

きます。 

 

「耐震化の進捗状況」の観点からの課題 

・優先順位に基づく施設・管路の耐震化 

・緊急遮断弁の設置 
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2.6.2. 応急給⽔体制、応急復旧体制 

本市の⽔道事業では「危機管理対策マニュアル」に

おいて、テロ、⽔質事故、⽔道施設（配⽔幹線）事故

及び⽔源施設等の⾵⽔害に対する対策マニュアルを策

定し、万⼀の事態に備えた⾏動計画を策定していま

す。 

また、事業継続計画により、災害時においても、優

先実施業務を中断させず、たとえ中断しても許容され

る時間内に復旧できるよう対応⽅針を策定していま

す。 

 

●応急給⽔体制 

⾮常時における⽔道⽔の応急給⽔体制は次に⽰すとおりです。 

・各⽔源地をはじめとする給⽔拠点施設には、災害時緊急給⽔栓を整備し、⾮常時の応急給⽔に

備えています。また、応急給⽔体制を強化すべく、令和８年度に給⽔⾞を追加配備する計画で

す。 

・各ご家庭へ⾮常時⽤飲料⽔の備蓄を呼びかけています。 

 災害発⽣時より、⽣命維持に最低限必要な⽔量の⽬安としては 1 ⼈ 1 ⽇ 3L、1 ⼈ 3 ⽇ 9L で

す。 

 

●応急復旧体制 

災害時における⽔道施設の応急復旧については、延岡管⼯事協同組合や市内の⽔道事業者と⽔

道施設の復旧に関する協定を結び、⽇々の突発な修繕⼯事の延⻑として、災害時において⽔道施

設が被害を受けた際の速やかな応急復旧に備えています。 

ただし、⼤規模な災害時には、応急復旧が必要な施設が広範囲に及ぶことが予想され、ハード

的な耐震性の向上と連携しつつ、応急的に必要な資機材の確保等を⾏う必要があります。 

 

「応急給⽔体制、応急復旧体制」の観点からの課題 

・策定済マニュアルの定期的な⾒直しと訓練の充実 

・ハード的耐震化対策と連携した応急対策の充実 

 

 
 

  

写真 災害時緊急⽤給⽔栓 
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2.6.3. 新技術を活⽤した漏⽔調査 
従来の漏⽔調査は、⽔道管が埋設されている場所を調査員が漏⽔探知機を使⽤し、漏⽔⾳を頼

りに調査を⾏っていました。 

また、市内全域を⼀括して調査することは難しいため、市内を配⽔区毎にブロック分けし、3

年に 1 巡する頻度で調査を⾏っていましたが、漏⽔調査の効率化を図るため、衛星画像と AI を

活⽤した漏⽔調査に着⽬しました。 

衛星画像と AI を活⽤した漏⽔調査は、⼈⼯衛星から地表へマイクロ波を射出し、⽔道⽔特有

の反射波を AI（⼈⼯知能）で解析するもので、地中 3 メートル程度までの漏⽔を半径 100 メー

トルの範囲で抽出が可能です。また、市内全域を⼀括して調査可能となり、令和 7 年度には、市

内全域の⽔道管の調査を実施しました。今後は抽出箇所の詳細調査を⾏い、効率的な管路更新を

⾏っていきます。 
 

 

図 2.6.5 衛星画像と AI を活⽤した漏⽔調査 
 

「新技術を活⽤した漏⽔調査」の観点からの課題 

・衛星画像と AI を活⽤した漏⽔調査の精度向上と効率的な管路更新 
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2.7. ⽔道事業の持続性の確保 
a) 供給能⼒ 

供給能⼒については、⽔道の基本的かつ重要な機能である安定供給を考慮した場合、ある程度

の余裕が求められますが、反⾯、過⼤な施設を保有することは⾮効率的な運⽤を強いられ、経営

の圧迫要因になります。 

配⽔池貯留能⼒とは、配⽔池がどれだけの⽔を貯めておけるかを⽰す能⼒のことです。これは

⽔道の安定供給や災害時の備えにとって重要な指標であり、配⽔池の有効容量を計画⼀⽇最⼤配

⽔量で割ることで算出します。 

 配⽔池貯留能⼒は、本市では令和 6 年度時点で 0.97 ⽇となっており全国、宮崎県、類似団平

均と⽐較すると同程度となっています。この値が⾼ければ、⾮常時における配⽔調整能⼒や応急

給⽔能⼒が⾼いことを⽰しますが、過⼤すぎると滞留による⽔質の劣化が⽣じることがありま

す。 

 なお、⽔道施設設計指針では、計画⼀⽇最⼤給⽔量の 12 時間（0.5 ⽇）分を標準としていま

す。配⽔池貯留能⼒が重視されるのは渇⽔への対応⼒ですが、本市の場合、地下⽔や伏流⽔が主

な⽔源のため、⽐較的、渇⽔の影響は受けにくく、過度な余裕は不要なため、現状を維持してい

きます。 
 

 

 
図 2.7.1 配⽔池貯留能⼒ 
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b) 施設利⽤率 

施設利⽤率は、⼀⽇当たりの給⽔能⼒に対する⼀⽇平均給⽔量の割合を⽰しており、⽔道施設

の経済性を総括的に判断する指標で、数値が⼤きいほど効率的と評価されます。 

 本市では令和 6 年度時点で 76.7％であり、全国、宮崎県、類似団体平均に⽐較して⾼い値と

なっています。 

 全体的な施設の効率性という観点では問題ありませんが、施設利⽤率が⾼すぎると、安定給⽔

という視点から問題となります。本市の場合、地下⽔や伏流⽔が主な⽔源のため、⽐較的、渇⽔

の影響は受けにくく、過度な余裕は不要なため、現状を維持していきます。 
 

  

 

図 2.7.2 施設利⽤率 
 

「供給能⼒」の観点からの課題 

・⽔需要量に応じた⽔道施設規模設定 

・更新を考慮した施設能⼒の確保 
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2.7.1. 配⽔量の推移 
本市の過去 5 年間の配⽔量の推移としては、年間最⼤⽔量、年間平均⽔量ともに減少傾向にあ

り、令和 6 年度の 1 ⽇最⼤配⽔量は約 47,284 ㎥/⽇、平均⽔量は約 42,874 ㎥/⽇となっていま
す。 

1 ⽇最⼤配⽔量では 5 年間で約 4,360 ㎥/⽇、平均⽔量では約 2,000 ㎥/⽇減少しています。 
給⽔⼈⼝は、令和 2 年度では 120,906 ⼈であったのに対し、令和 6 年度では 108,116 ⼈

と、約 13,000 ⼈減少しているため、⼈⼝減少による使⽤量の減少が原因と推測されます。 
 

 
図 2.7.3 配⽔量の推移 
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2.7.2. ⽔道の普及状況 
給⽔普及率とは給⽔区域内に居住する⼈⼝に対する給⽔⼈⼝の割合を⽰すもので、⽔道事業の

サービス享受の概況及び地域性を表す指標の⼀つです。 

令和 6 年度の普及率は、98.9％となっており、全国、宮崎県、類似団体平均と⽐較して⾼い

値となっています。 

よって、この値を維持していきます。 
 

 

 

※⺠営の簡易⽔道、飲料⽔供給施設含む 
図 2.7.4 給⽔普及率 

 

「⽔道の普及状況」の観点からの課題 

・給⽔普及率の維持 
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2.7.3. 経年化・⽼朽化施設の状況 
a) 法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 

法定耐⽤年数超過浄⽔施設率は、全浄⽔施設能⼒に対する法定耐⽤年数を超過した浄⽔施設の

浄⽔能⼒の割合を⽰すもので、施設の⽼朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の⼀つです。 

浄⽔施設の法定耐⽤年数は、⼀般的に 60 年とされています。 

本市は、法定耐⽤年数超過施設は存在しませんが、今後も計画的な施設の更新を進めていきま

す。 
 

 

  
図 2.7.5 法定耐⽤年数超過浄⽔施設率 
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b) 法定耐⽤年数超過設備率 

法定耐⽤年数超過設備率は、⽔道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に

対する法定耐⽤年数を超えている機器数の割合を⽰すもので、機器の⽼朽度、更新の取組み状況

を表す指標の⼀つです。 

機械・電気設備の法定耐⽤年数は、⼀般的に 15~20 年程度とされています。 

令和 6 年度の法定耐⽤年数超過設備率は 39.9％で、全国、宮崎県、類似団体平均と⽐較する

低い値となっています。 

しかし、本市の推移では、令和 2 年度から令和 6 年度にかけて約 9％上昇しているため、今後

も計画的な設備の更新を進めていきます。 
 

 

 
図 2.7.6 法定耐⽤年数超過設備率 
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c) 法定耐⽤年数超過管路率 

法定耐⽤年数超過管路率は、管路の延⻑に対する法定耐⽤年数を超えている管路の割合を⽰す

もので、管路の⽼朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の⼀つです。管路の法定耐⽤年数は、

40 年とされています。 

令和 6 年度の法定耐⽤年数超過管路率は 21.6％で、全国、宮崎県、類似団体平均よりも低い

値となっているため、⽼朽化している管路は他事業体と⽐較して少ない状況です。 

しかし、本市の推移では、上昇傾向にあるため、今後も計画的な管路の更新を進めていきま

す。 
 

 

 
図 2.7.7 法定耐⽤年数超過管路率 
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なるため、経営状況の厳しさが増す可能性が⾼いと予測しています。 

したがって、今後の施設整備については、⽔需要予測に合わせてアセットマネジメントの考え

⽅に則り、優先順位に基づく施設更新、施設の延命化、施設整備規模のダウンサイジング等を検

討して、効率的に施設の健全性を確保していきます。 

「経年化・⽼朽化施設の状況」の観点からの課題 
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2.7.4. 経営、財務の状況 
a) 経常収⽀⽐率 

経常収⽀⽐率とは、経常費⽤（維持管理費・⽀払利息等）が経常収⼊（料⾦収⼊等）によ

ってどの程度賄われているかを⽰す指標です。 

本市の経常収⽀⽐率は、令和 6 年度時点で 115.4％となっており、全国、宮崎県、類似団

体平均より⾼い⽔準となっており、また、100％を超えているため⿊字経営となっていま

す。 

したがって、現在のところ良好な収益性が保たれていますが、今後、⼈⼝減少等により、

給⽔収益が減少した場合、収益性が悪化する可能性があります。 

 

 
図 2.7.8 経常収⽀⽐率 
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b) ⾃⼰資本構成⽐率 

⾃⼰資本構成⽐率は、総資本（負債及び資本）に占める⾃⼰資本の割合を⽰しており、財

務的健全性を⽰す指標の 1 つです。⾼いほど安定していると⾔えます。 

本市の令和 6 年度の⾃⼰資本構成⽐率は 65.8％となっており、宮崎県平均を上回っていま

すが、全国、類似団体平均と⽐較して低い値となっています。 
 

 

 

図 2.7.9 ⾃⼰資本構成⽐率 
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c) 供給単価 

本市の⽔道料⾦については、以下に⽰すとおりです。 

⼝径別の⼆部料⾦制（基本料⾦、従量料⾦を設定）を採⽤しており、基本⽔量が設定されて

います。この料⾦体系⾃体は、他の事業体でも⼀般的に採⽤されています。 
 

表 2.7.1 本市の⽔道料⾦体系 

  

この料⾦体系に基づき給⽔収益を得ているところですが、これを有収⽔量 1 ㎥当たりに換

算したものを供給単価と称し、他の事業体と⽐較しました。 

供給単価とは、有収⽔量 1 m³あたりの収益であり、⽔道事業の経営効率や財政健全性を評

価するために使われます。 

令和 6 年の本市の供給単価は 154.6 円/m³となっており、全国、宮崎県、類似団体平均を

下回っています。 

令和 4 年では、115.7 円と令和 6 年と⽐較して約 40 円も低い値となっていますが、これ

はコロナ禍における原油価格・物価⾼騰等による市⺠⽣活や地元事業者への影響を軽減する

ため、⽔道料⾦の減免を⾏ったためです。 

 

 
図 2.7.10 供給単価 

メーター⼝径 基本料⾦（1⽉あたり）
（mm） ⽔量 ⾦額（円）

5m3以下 612
5m3を超え10m3以下 1,007
5m3以下 717
5m3を超え10m3以下 1,181

25 10m3以下 1,699
40 － 3,709
50 － 6,392
75 － 13,591

従量料⾦
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⽔道統計より

延岡市
No. PI 単位

平均値（R5）
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d) 料⾦回収率 

料⾦回収率とは、給⽔に係る費⽤がどの程度給⽔収益で賄えているかを表した指標で、料

⾦⽔準等を評価することが可能となります。料⾦回収率が 100％を下回っている場合、給⽔

にかかる費⽤が⽔道料⾦による収⼊以外に他の収⼊で賄われていることを意味します。 

本市の料⾦回収率については、令和 6 年度時点で 111.9%となっており、全国、宮崎県平

均より⾼い値となっています。 

 また、令和 4 年度は 85.6%となっており 100％を下回っています。その理由としては、コ

ロナ禍における原油価格・物価⾼騰等による市⺠⽣活や地元事業者への影響を軽減するた

め、令和 4 年 7 ⽉から令和 5 年 3 ⽉まで⽔道料⾦の減免（⽔道料⾦の基本料⾦を免除）を⾏

ったためです。 

 

 

 
図 2.7.1 料⾦回収率 
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e) 職員⼀⼈当たり給⽔収益 

職員⼀⼈当たり給⽔収益とは、年度の給⽔収益を当該年度の損益勘定に属する職員数で割

って算出する指標です。損益勘定職員⼀⼈当たりの⽣産性を、給⽔収益を基準に把握するた

めのものであり、この値が⾼いほど職員の⽣産性が⾼いことを⽰します。 

本市の職員⼀⼈当たり給⽔収益については、令和 6 年度時点で 72,839 千円/⼈となってお

り、全国、宮崎県平均より⾼い値となっていますが、類似団体平均と⽐較して低い値となっ

ています。 

また、宮崎県全体では、給⽔収益⾃体が⽐較的少ないため低い値になっていると想定され

ます。本市の場合は、施設数が多いだけでなく、施設が点在しているため、維持管理業務に

引き続き⼈員の確保が必要となります。 

 

 

 

図 2.7.11 職員⼀⼈当たりの給⽔収益 
 

「経営、財務の状況」の観点からの課題 

・⼈⼝減少による給⽔収益減少への対応 

・施設整備に対する合理的な財源の確保 

・職員⼀⼈当たりの⽣産性の維持 
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2.7.5. 職員の確保状況 
a) 技術職員率 

技術職員率は全職員に占める技術職員総数の⽐率を⽰し、この数値が低ければ⽔道事業体

として直営での施設の維持管理が難しいことを意味します。 

本市の技術職員率は令和 6 年度時点で 66.7％となっており、全国、宮崎県、類似団体平均

に⽐較して⾼い⽔準にあります。 

 

 
図 2.7.12 技術職員率  
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b) ⽔道業務経験年数 

⽔道業務経験年数度は全職員の⽔道業務経験年数を全職員数で除した値であり、⽔道業務

の経験年数により、⼈的資源としての専⾨技術の蓄積を評価する指標です。 

本市の⽔道業務経験年数度は、令和 6 年度時点で、6.0 年となっており、全国、宮崎県、

類似団体平均に⽐較して低い値です。緊急時対応を含め、業務経験が必要と考えられるため

今後そのような職員を育成・確保していくことが肝要です。 

技術職員率は⾼い⽔準にあることから、技術の継承をしっかりとし、適切な維持管理等に

努めます。 

  

 
図 2.7.13 ⽔道事業平均経験年数  

 

「職員の確保状況」の観点からの課題 

・⼯事監督員の確保 

・職員の教育 

・ベテラン職員退職に伴う技術の継承 
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2.7.6. 官⺠連携等の状況 
a) 災害時における早期復旧⽀援体制の整備・強化 

本市は、⽔道管路が被災を受けた場合、延岡管⼯事協同組合、市内の⽔道⼯事業者と「災

害時における⽔道施設の復旧に関する協定」を締結、⼤規模な災害時には、九州・⼭⼝ 9 県

と「災害時応援協定」、⽇本⽔道協会と「災害における相互応援協定」、全国上下⽔道コンサ

ルタント協会と「災害時における復旧⽀援協⼒に関する協定」を締結し、災害等の緊急時に

は、官⺠連携により上⽔道機能の早期復旧を⾏う計画としています。 

また、⼤規模な災害が発⽣した場合、復旧には相当の時間を要することが想定されるた

め、⽔源地等の給⽔拠点以外にも追加で拠点を設ける計画としています。 

・ 延岡管⼯事協同組合や市内の⽔道事業者と締結した「災害時における⽔道施設の復旧に関

する協定」に基づく応急活動⽀援。 

・ 旭化成株式会社と締結した「災害時における飲料⽔等の供給に関する協定」に基づき設置

された「ライフスポット」を災害時の給⽔拠点として活⽤。 

・ フジ地中情報株式会社と締結した「災害時等における応急給⽔等業務に関する協定」に基

づく活動⽀援。 
 

 

写真 旭化成ライフスポット  
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b) ウォーターPPP 
効率のよい⽔道への再構築を図るためには、官⺠連携等による⻑所を活⽤した施設利⽤や

事業活動等の⾯から、運営基盤の強化を図る必要があります。 

令和 5 年 6 ⽉に公表された「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和 5 年改訂版）」では、

令和 4 年度から令和 13 年度の事業規模⽬標期間において、コンセッションに段階的に移⾏

するための官⺠連携⽅式として、管理・更新⼀体マネジメント⽅式（レベル 3.5）が⽰されま

した。これはコンセッションと合わせ、「ウォーターPPP」として定義され、導⼊拡⼤を図る

こととなりました。 

今後、他⾃治体の官⺠連携等の導⼊状況を注視していきます。 

 

図 2.7.14 ウォーターPPP のスキーム 
 

                   

「官⺠連携等の状況」の観点からの課題 

・⽔道事業の官⺠連携等の導⼊ 
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2.7.7. 広域化の状況 
宮崎県では、令和 2 年 3 ⽉に策定した「宮崎県⽔道ビジョン」に⽰した「発展的広域化の

推進」に基づき、市町村の枠を超えた広域連携を推進していくための指針となる「宮崎県⽔

道広域化推進プラン」を令和 5 年 3 ⽉に策定しています。 

本市は県北圏域に該当し、現状では毎年、圏域ごとの会議が実施されておりますが、今後

も、関係⾃治体との調整を進めていきます。 

 

図 2.7.15 広域化の類型 
 

「広域化の状況」の観点からの課題 

・広域化推進の研究 
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2.7.8. 課題のまとめ 
 

安全な⽔道 
本市の⽔道は、原⽔の⽔質保全、適切な浄⽔処理、配⽔管や給⽔装置における⽔質保持、

すべての市⺠がいつでもどこでも安全でおいしい⽔を飲めることを⽬指しています。また、

⾼度な管理体制のもと、良好な⽔質の維持と継続的な⽔質向上に努めています。 

⽔質⾯の課題を整理した結果、⼤きな課題はありませんでした。 

しかし、今後も安全な⽔道を継続し続けるために「⽔質検査の充実」や「給⽔⽔質の向

上」を図っていく必要があります。 

今後も、清浄で豊富で低廉な⽔を安定して供給できるよう、効率的で効果的な施設運営や

事業投資を進めてまいります。引き続き⽔質検査と浄⽔処理を徹底し、安全な⽔の供給に努

めていきます。 

 

安全な⽔道の課題 
■「⽔質」の観点からの課題 

・適正な浄⽔技術の維持・向上 

・良好な⽔源環境の監視 

■「⽔質事故の発⽣状況」の観点からの課題 

・⽔道施設のセキュリティ管理強化対策の検討 

■「貯⽔槽⽔道の指導等の状況」の観点からの課題 

・さらなる貯⽔槽衛⽣管理への関与 

■「直結給⽔の進捗状況」の観点からの課題 

・直結給⽔の推進 
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強靭な⽔道 
本市の⽔道施設は、昭和 31 年の供⽤開始以来、70 年が経過し、施設の⽼朽化が課題とな

ってきています。現状では、施設・設備・管路の耐震化率は全国や宮崎県、類似団体平均と

⽐較すると⾼い数値となっていますが、地震などの⾃然災害に対する耐性は⼗分とは⾔え

ず、多くの施設が更新時期を迎えている状況です。 

 このような課題を踏まえ、本市では令和６年度に「上下⽔道耐震化計画」を策定し、令和

7 年度に「延岡市⽔道施設耐震化計画」を改定し、災害に強く、持続可能な上下⽔道システ

ムの構築を⽬指しています。特に、災害時に重要となる施設や避難所等に接続する管路など

を中⼼に、上下⽔道⼀体で耐震化を推進しています。今後は、⽼朽化した施設の計画的な更

新を進めることで、平常時の事故率を低減し、施設の健全度を確保する必要があります。 

 また、⽔道施設の耐震化やバックアップ体制の強化、近隣⽔道事業者とのネットワーク構

築を通じて、⾃然災害発⽣時の被害を最⼩限に抑えるとともに、万が⼀被災した場合でも迅

速な復旧が可能な体制を整備していきます。さらに、漏⽔や断⽔などのトラブル発⽣時に迅

速に対応できる復旧体制の充実を図り、計画的な施設更新と災害対策を⼀層推進すること

で、平常時・⾮常時を問わず安定した給⽔を確保できる強靱な⽔道インフラの構築に取り組

みます。 

 

強靭な⽔道の課題 
■施設の耐震化進捗状況 

・優先順位に基づく施設・管路の耐震化 

・緊急遮断弁の設置 

■応急給⽔体制、復旧体制 

・策定済マニュアルの定期的な⾒直しと訓練の充実 

・ハード的耐震化対策と連携した応急対策 

■新技術を活⽤した漏⽔調査 

・衛星画像と AI を活⽤した漏⽔調査の精度向上と効率的な管路更新 
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⽔道事業の持続 
本市の⽔道事業は、給⽔⼈⼝や給⽔量が減少する中でも、安定した事業運営と安全な⽔の

供給を維持することが理想です。しかし、収益の減少や⽼朽施設の増加により、経営環境は

年々厳しさを増しています。昭和 31 年の供⽤開始以来、70 年が経過し、多くが法定耐⽤年

数を迎えています。特に昭和 50 年代に整備された施設や管路は、今後⼀⻫に更新時期を迎え

るため、今後数⼗年にわたり⼤規模な更新需要が⾒込まれます。 

 このため、施設の統廃合やダウンサイジング、耐震化の推進とともに、効率的かつ計画的

な施設更新が不可⽋です。また、⽼朽化施設の更新には多額の資⾦が必要となるため、財政

計画や投資計画の⾒直し、効率的な事業運営が⼀層重要となります。今後も、持続可能な⽔

道事業の実現に向けて、経営基盤の強化と安定した給⽔体制の確⽴に取り組んでいきます。 
 

⽔道事業の持続の課題 
■「供給能⼒」の観点からの課題 

・⽔需要量に応じた⽔道施設規模の設定 

・更新を考慮した施設能⼒の確保 

■「⽔道の普及状況」の観点からの課題 

・給⽔普及率の維持 

■「経年化、⽼朽化施設の状況」の観点からの課題 

・⽼朽化施設の計画的な更新 

・既存施設の延命化の⽅策 

・施設整備規模の適正化の検討 

■「経営、財務の状況」の観点からの課題 

・⼈⼝減少による給⽔収益減少への対応 

・施設整備に対する合理的な財源の確保 

・職員⼀⼈当たりの⽣産性の維持 

■「職員の確保状況」の観点からの課題 

・⼯事監督員の確保 

・職員の教育 

・ベテラン職員退職に伴う技術の継承 

■「官⺠連携等の状況」の観点からの課題 

・⽔道事業の官⺠連携等の導⼊ 

■「広域化の状況」の観点からの課題 

・広域化推進の研究 
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3. 将来の事業環境 
3.1. 外部環境 
3.1.1. ⽔需要の⾒通し  

近年、本市の⾏政区域内⼈⼝は、少⼦⾼齢化の社会情勢を受け、減少傾向にあります。 そ

れに伴い、給⽔区域内⼈⼝や給⽔⼈⼝も減少傾向にあります。 

給⽔量についても同様に減少傾向にあり、⼀⽇最⼤給⽔量、⼀⽇平均給⽔量ともに減少し

ています。平成 27 年度（2015 年度）時点の給⽔⼈⼝は約 121,000 ⼈、1 ⽇最⼤給⽔量は

約 53,000m³でしたが、20 年後の令和 17 年度（2035 年度）には給⽔⼈⼝が約 96,000

⼈、1 ⽇最⼤給⽔量も約 45,000m³まで減少すると推計されています。これは、給⽔⼈⼝で

約 21％、1 ⽇最⼤給⽔量で約 15％の減少することになります。 

  
図 3.1.1 給⽔⼈⼝・給⽔量の⾒通し 

 
表 3.1.1 ⽔需要予測 
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給⽔⼈⼝ 給⽔⼈⼝（推計） ⼀⽇平均給⽔量 ⼀⽇最⼤給⽔量

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

⾏政区域内⼈⼝（⼈） 124,092 122,697 121,147 119,517 118,378 117,011 115,583 113,918 112,109 110,078

給⽔区域内⼈⼝（⼈） 122,073 120,705 119,401 117,797 116,673 115,529 114,180 112,548 110,814 108,823

給⽔⼈⼝（⼈） 120,906 119,545 118,512 116,912 115,791 114,650 113,402 111,793 110,097 108,116

給⽔普及率（％） 99.0 99.0 97.8 97.8 97.8 98.0 98.1 98.1 98.2 98.2

⼀⽇最⼤給⽔量(m³/⽇) 52,615 55,286 56,089 52,811 51,031 51,645 49,644 51,043 47,803 47,284

⼀⽇平均給⽔量(m³/⽇) 45,835 46,803 47,502 46,961 44,888 44,872 44,641 43,709 42,977 42,874

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

⾏政区域内⼈⼝（⼈） 108,894 107,711 106,528 105,345 104,153 103,203 102,253 101,303 100,353 99,404 98,431

給⽔区域内⼈⼝（⼈） 108,185 107,016 105,846 104,675 103,493 102,553 101,612 100,670 99,728 98,786 97,820

給⽔⼈⼝（⼈） 106,257 105,109 103,959 102,809 101,648 100,725 99,801 98,876 97,950 97,025 96,076

給⽔普及率（％） 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2

⼀⽇最⼤給⽔量(m³/⽇) 48,355 47,898 47,449 47,007 46,568 46,215 45,866 45,522 45,179 44,839 44,495

⼀⽇平均給⽔量(m³/⽇) 40,957 40,569 40,189 39,815 39,443 39,144 38,848 38,557 38,266 37,978 37,687

年度

年度
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このような⽔需要の減少により、既存の⽔道施設には余剰能⼒が⽣じており、今後は施設

の統廃合やダウンサイジング、効率的な運営体制の構築が求められています。また、給⽔収

益の減少が経営に⼤きな影響を及ぼすため、財政基盤の強化や経営効率化、広域連携や官⺠

連携の推進など、持続可能な⽔道事業の実現に向けた取り組みが重要となっています。 

 
3.1.2. ⽔源の状況 

本市の⽔源は主に、地下⽔や伏流⽔であり、表流⽔と⽐べて渇⽔に強く、近年の降⾬傾向

にも⼤きく左右されにくい特徴があります。 

⼀部クリプト指標菌の検出や⼀般細菌の⽔質基準値の超過が⾒られますが、適切な浄⽔処

理を⾏い、浄⽔では検出されていません。そのため、急激な⽔源悪化の可能性は低いもの

の、今後も継続して慎重に⽔源の状況を監視していく必要があります。 

また、令和 8 年 4 ⽉から、「PFOS 及び PFOA」を現在の⽔質管理⽬標設定項⽬から⽔質基

準項⽬へと強化することが決定しています。 

本市では既に検査を実施しており、⽔質検査の結果全ての⽔源で検出されていないことを

確認しています。 
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3.2. 内部環境 
3.2.1. 施設の⽼朽化 

⽔道施設の更新は、社会基盤施設として耐震・耐久性を確保する上で重要です。 

健全度はその施設が機能を維持し、安全で安定した運転が可能な施設であるかを⽰す指標

です。 

「⽔道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する⼿引き」（厚⽣労働省）に

よると施設・管路の経過年数と健全度の⽬安が表 3.2.1 に⽰すような例が⽰されており、本

市においてもそれに準拠した評価を実施しました。 

 
表 3.2.1 施設の健全度の⽬安 

名  称 算  式 

健全資産 経過年数が法定耐⽤年数以内の資産額 

経年化資産 経過年数が法定耐⽤年数の 1.0〜1.5 倍の資産額 

⽼朽化資産 経過年数が法定耐⽤年数の 1.5 倍を超えた資産額 

 
表 3.2.2 管路の健全度の⽬安 

名  称 算  式 

健全管路 経過年数が法定耐⽤年数以内の管路 

経年化管路 経過年数が法定耐⽤年数の 1.0〜1.5 倍の管路 

⽼朽化管路 経過年数が法定耐⽤年数の 1.5 倍を超えた管路 
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本市における⽔道施設の健全度について、更新等の⼿当てを実施しなかった場合の⾒通し

を図 3.2.1 に⽰します。 

これによると、健全資産以外の経年化資産、⽼朽化資産の割合が令和 18 年（2036 年）

には半分以上を占めることがわかります。 

 

 
図 3.2.1 施設の健全度の⾒通し 

 

本市における⽔道⽤管路の健全度について、更新等の⼿当てを実施しなかった場合の⾒通

しを以下に⽰します。 

これによると、令和 23 年（2041 年）において、健全資産以外の経年化管路、⽼朽化管路

が半分以上の割合を占めています。 

 

 
図 3.2.2 管路の健全度の⾒通し 
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3.2.2. 更新需要の⾒通し 
今後、施設の更新費⽤がどの程度発⽣するかについて、ケース①地⽅公営企業法が定める

法定耐⽤年数に基づいて更新するとした場合、ケース②延岡市が定める資産区分ごとの更新

基準に基づいて更新するとした場合の 2 ケースでの検討を実施しました。 

施設の更新需要については、図 3.2.3 および図 3.2.4 に⽰すとおりであり、ケース①にて

5 年単位で 15 億円から 80 億円程度の需要が発⽣する⾒通し、ケース②にて 5 年単位で 15

億円から 50 億円程度の需要が発⽣する⾒通しとなっています。 

 

 
図 3.2.3 施設の更新需要（法定耐⽤年数で更新）ケース① 

 

 
図 3.2.4 施設の更新需要（更新基準年数で更新）ケース② 
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管路の更新需要については、図 3.2.5 及び図 3.2.6 に⽰すとおりであり、ケース①にて 5 

年単位で 50 億円から 450 億円程度の事業が発⽣する⾒通し、ケース②にて 5 年単位で 10

億円から 150 億円程度の事業が発⽣する⾒通しとなっています。 

 

 
図 3.2.5 管路の更新需要（法定耐⽤年数で更新）ケース① 

 
図 3.2.6 管路の更新需要（更新基準年数で更新）ケース② 
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法定耐⽤年数にしたがって発⽣する更新需要に対応した場合（ケース①）、今後 30 年間で

1,300 億円程度の更新需要が発⽣する⾒通しです。 

更新基準年数にしたがって発⽣する更新需要に対応した場合（ケース②）、今後 30 年間で

600 億円程度の更新需要が発⽣する⾒通しです。 

 

 

図 3.2.7 今後 30 年間の更新需要の⾒通し（法定耐⽤年数による更新）ケース① 
 

 

図 3.2.8 今後 30 年間の更新需要の⾒通し（更新基準年数による更新）ケース② 
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表 3.2.3 今後 30 年間の整備額および単年度整備額 

  ケース① ケース② 

施設・設備 法定耐⽤年数で更新 
（8.2 億円/年） 

更新基準年数で更新 
（5.9 億円/年） 

管路 法定耐⽤年数で更新 
（34.3 億円/年） 

更新基準年数で更新 
（15.0 億円/年） 

合計 42.5 億円/年 20.9 億円/年 

 
 

表 3.2.4 資産分類別法定耐⽤年数 

 

 
表 3.2.5 資産分類別更新基準年数 

 

 

  

資産分類 法定耐⽤年数 資産分類 法定耐⽤年数

⼟⽊ 60年 電気 20年

建築 50年 計装 10年

機械 15年 管路 40年

資産分類 市の更新基準年数 資産分類 市の更新基準年数

建築物（コンクリート） 60年 受変電/⾼圧電⼒設備 25年

建築物（その他） 45年 監視制御版 15年

低圧電⼒設備 25年 電⼒変換設備 15年

陸上ポンプ、電動機 30年 中央処理装置 15年

⽔中ポンプ、電動機 20年 ⼊出⼒機器 10年

薬品注⼊設備 15年 伝送装置 15年

⼯業計器（検出器・変換器） 15年 ⾃家発電機装置 25年

⽔位計（投込式、フロート）、電極 20年 インバータ・整流器 15年

濁度系・残留塩素系 15年 鉛蓄電池 10年

アルカリ蓄電池 15年
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3.2.3. 職員数の⾒通し 

⽔道事業に関わる職員数は、事業を適正に運営するために必要⼗分な体制を確保すること

が求められており、そのためにも⽔道施設の維持管理において現状の⼈員体制を維持してい

く必要があります。 

 

図 3.2.9 職員数 
 

表 3.2.4 令和 6 年度における類似団体との職員数の⽐較 
 技術職員数 事務職員数 総職員数 
類似団体平均 17 13 30 

延岡市 28 13 41 
(⽔道統計より) 
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4. ⽔道の理想像と⽬標設定 
4.1. ⽔道の理想像 

国⼟交通省の新⽔道ビジョン・経営戦略に掲げられた望ましい⽔道とは、「時代や環境の変

化に的確に対応しつつ、⽔質基準に適合した⽔が、必要な量、いつでも、どこでも、誰で

も、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な⽔道」とされており、本市にお

いても理想的な⽔道と考えられます。 

このような⽔道を実現するためには、「⽔道⽔の安全の確保」、「確実な給⽔の確保」、「供給

体制の持続性の確保」の３つが必要となります。 

国⼟交通省が⽰した新⽔道ビジョンでは、⽔道⽔の安全の確保を「安全」、確実な給⽔の確

保を「強靱」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら３つの観点から、 

５０年後、１００年後の⽔道の理想像を具体的に⽰し、これを関係者間で共有することを

求めています。 
 

 

図 4.1.1 ⽔道ビジョンが⽰す⽔道の理想像 
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◆ 安全な⽔道 
⽔道の理想的な姿とは、安全性を確保するために、⽔源の⽔質保全、適切な浄⽔処理、配

⽔管や給⽔設備における⽔質の維持、さらには取⽔井などの衛⽣管理が徹底され、すべての
住⺠がいつでもどこでも安⼼しておいしい⽔を飲める環境が整っていることです。 

この理想を実現するには、⾼度な管理体制のもとで良好な⽔質を維持し、さらに⽔質向上
に向けた継続的な努⼒が求められます。 

本市では⽔道の普及率が 98.9％に達しており、市⺠⽣活を⽀える重要なライフラインとし
て機能しています。クリプトスポリジウムなどの塩素に強い病原⽣物への対策として紫外線
処理設備を導⼊し、⽔道⽔の安全性をさらに⾼める取り組みを進めています。 

今後も、清浄で、豊富で低廉な⽔を安定的に供給するために、効率的かつ効果的な事業投
資を継続していく必要があります。 

 
◆ 強靭な⽔道 

強靱な⽔道の理想像とは、⽼朽化した施設を計画的に更新することで、通常時の事故発⽣
率を維持または低減し、施設の健全性を保ちつつ、耐震化やバックアップ体制の整備、近隣
⽔道事業者との連携ネットワークの構築により、地震などの⾃然災害による被害を最⼩限に
抑えることです。さらに、万が⼀⽔道施設が被災した場合でも、迅速に復旧できる、強くし
なやかな⽔道システムの構築が求められます。 

本市の⽔道は昭和 31 年の供⽤開始以来、70 年が経過し、⽼朽化が進⾏しています。現状
では地震などの⾃然災害への対応が困難であり、多くの施設が更新の時期を迎えています。 

各施設の更新にあたっては、災害対策や耐震化を進めているものの、安定した給⽔を常時
確保するためには、漏⽔や断⽔などのトラブルに迅速に対応できる復旧体制のさらなる強化
が必要です。加えて、計画的な施設更新と災害対策を⼀体的に進めることが重要です。 

 
 

◆ ⽔道事業の持続 
持続可能な⽔道の理想像とは、給⽔⼈⼝や⽔の使⽤量が減少する中でも、料⾦収⼊によっ

て健全かつ安定した事業運営が維持され、⽔道に関する専⾨的な技術や知識を持つ⼈材によ
って、いつでも安全な⽔道⽔が安定的に供給されることです。さらに、地域から信頼される
⽔道事業として、近隣の事業者と連携しながら施設の共同管理や統廃合を進め、広域化や官
⺠連携などを通じて、最適な事業形態を実現することが求められます。 

本市の⽔道事業を取り巻く環境は、給⽔⼈⼝の減少や節⽔型社会への移⾏により⽔需要が
伸び悩み、事業収益の柱である給⽔収益が減少しています。⼀⽅で、⽔質管理の強化や⽼朽
化した施設の改築・更新には多額の資⾦が必要となっており、⽔道事業の経営は厳しさを増
しています。 

このような状況に対応するためには、持続可能な経営体制の構築とともに、広域連携や官
⺠連携による効率的な事業運営を進めることが重要です。 
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これらを踏まえた本市の⽔道事業の将来像については、以下に⽰すとおりです。 
 

 

 

 

 

4.2. 事業の⽅向性 
本ビジョンが⽬指す事業の⽅向性を踏まえつつ、本市の⽔道事業の将来像実現のため、今後 10 年間

の施策体系を次のように設定しました。 
 

 
 

  

Ⅰ.安全な⽔道 
（いつ飲んでも安全な信頼される⽔道） 

Ⅱ.強靭な⽔道 
（災害に強く、たくましい⽔道） 

1）危機管理に対応できる⽔道 

2）適切な施設更新、耐震化 

Ⅲ.⽔道事業の持続 
（いつまでも皆様の近くにありつづける⽔道） 

1）⻑期的に安定した事業基盤 

2）⼈⼝減少社会を踏まえた対応 

『いつでもおいしい延岡の⽔︕︕』 
〜100 年先を⾒据えた 10 年計画の推進〜 

1）安⼼して飲める良質な⽔道及び適正な⽔質管理体制 

安全な⽔道   〜いつ飲んでも安全な信頼される⽔道〜 
強靭な⽔道   〜災害に強く、たくましい⽔道〜 
⽔道事業の持続 〜いつまでも皆様の近くにありつづける⽔道〜 
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施策の概要を以下に⽰します。 
表 4.2.1 施策の概要 

将来像 基本的⽅向・⽬指す姿 

Ⅰ 

安
全
な
⽔
道 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、⽔質基準に適合した⽔道（必要
な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取る
ことが可能な⽔道）を⽬指します。 

施策項⽬ 施策の内容 
1）安⼼して飲める良質

な⽔質及び適正な⽔
質管理体制 

・ホームページ等を活⽤し、⽔道事業や⽔質検査結果
等について広報を⾏います。 
・⽔源環境を注意深く監視し、適正な浄⽔施設の維持
管理に努めます。 
・良好な⽔源を確保・保全し、⽔源に応じた施設整備と
⽔質管理を徹底するとともに、⽔源地の適正な保全管
理を実施します。 
・指定給⽔装置⼯事事業者に対する説明会や研修会を
開催し、事業者への指導や啓発を適切に⾏います。 

 

将来像 基本的⽅向・⽬指す姿 

Ⅱ 

強
靭
な
⽔
道 

中⻑期の更新計画を適宜、⾒直しながら、⽔道施設の統合や⽼朽管の布設替え
等の投資を効率的に⾏えるよう取り組みます。 

施策項⽬ 施策の内容 
1）危機管理に対応でき

る⽔道 
・⽔道施設の耐震化やバックアップ体制を構築するこ
とにより、緊急時や災害時の影響範囲を最⼩限にとど
めるとともに、断⽔時の給⽔活動や広報の迅速化を図
ります。 
・職員による給⽔⾞操作訓練を実施します。 
・断⽔時の給⽔活動や広報の迅速化を図ります。 
・災害時に対応できるよう関係団体との調整を図りま
す。 

2）適切な施設更新、耐
震化 

・⽼朽化した⽔道施設の計画的な更新や基幹管路・重
要拠点施設への配⽔管の耐震化を図ります。 

 

将来像 基本的⽅向・⽬指す姿 

Ⅲ 

⽔
道
事
業
の
持
続 

⽔道事業を持続するために、施設の統廃合やダウンサイジングに計画的に取り
組み、効率的な事業運営を⾏います。また、国の財政⽀援制度の活⽤を図ること
で財源の確保を⾏い、経営の安定化を図ります。 

施策項⽬ 施策の内容 
1）⻑期的に安定した事

業基盤 
本ビジョンに基づき、計画的かつ効率的な事業運営

を推進します。 
2)⼈⼝減少社会を踏ま

えた対応 
給⽔⼈⼝や⽔需要が減少した状況においても、国の

財政⽀援制度を有効に活⽤するとともに、管理運営費
の⼀層の縮減により経営の効率化に努めます。 
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5. 推進する実現⽅策 
5.1. 施策内容 

施策内容を⽰した表を以下に⽰します。 

 
表 5.1.1 実現⽅策 

 
  

将来像 施策項⽬ 施策内容
適正な浄⽔技術の検討

直結給⽔の推進
⽔安全計画に基づく⽔質管理の⾼度化と公表

定期的な流域連携会議の実施
⼩規模貯⽔槽対策の検討と実施

指定給⽔装置⼯事事業者に対する指導の実施
⾮常⽤発電設備の整備

配⽔系統間連絡管の整備
緊急遮断弁の整備

重要拠点施設への給⽔の確保
応急給⽔体制の強化
危機管理対策の検討
⽼朽化施設の更新

既存⽔道施設の改良
⽔道施設の耐震化
新技術の導⼊検討

施設の延命化・⻑寿命化
内部研修の実施及び外部研修への積極的参加

⽔道利⽤者とのコミュニケーションの活性化
官⺠連携の推進
広域化の推進

施設規模の適正化
適正な給⽔収益の確保

安
全
な
⽔
道

安⼼して飲める良質な⽔道
及び適正な⽔質管理体制

⻑期的に安定した事業基盤

⽔
道
事
業
の
持
続 ⼈⼝減少社会を踏まえた対応

危機管理に対応できる⽔道

適切な施設更新、耐震化

強
靭
な
⽔
道
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5.2. 安全な⽔道 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、⽔質基準に適合した⽔道（必要な量、いつ

でも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な⽔道）を

⽬指します。 

 

 

a) 安⼼して飲める良質な⽔道及び適正な⽔質管理体制 
安⼼・安全な暮らしを実現するため、積極的に⽔質検査結果の公表や、⽔道事業の広報活

動を実施します。 

また、良好な⽔源を確保・保全し、⽔源に応じた施設整備と⽔質管理を徹底するととも

に、⽔源地の適正な保全管理を実施します。⽔源、⽔道施設及びこれらの周辺を清潔に保持

するとともに、⽔を適正かつ合理的に使⽤します。 

 

① 適正な浄⽔技術の検討 

⽔源を取り巻く環境は、年々、厳しさを増しており、また、新たな観点から⽔質基準が策

定される等、安全な⽔質を確保するための浄⽔技術の維持、向上は不可⽋となっています。 

本市では、クリプトスポリジウム等の汚染への速やかな対策が求められる⽔源について

は、引き続き紫外線処理設備の導⼊を進めています。 

また、今後も⽔源環境を注意深く監視し、令和８年４⽉に⽔質基準として追加される PFOS

及び PFOA など社会的ニーズに合った新たな浄⽔技術について、必要に応じ導⼊を検討しま

す。 

 

② 直結給⽔の推進 

直結給⽔は、受⽔槽等で給⽔を受ける⽅式と異なり、⽔が滞留することなく各⼾への給⽔

が可能なため、⽔質の劣化を防⽌できます。 

ただし、直結給⽔⽅式の導⼊にあたっては受⽔槽で貯⽔しないため、その時点で必要な給

⽔量を安定して供給できる規模の管路等を整備する必要があり、これまでは、直結給⽔につ

いて申請があった場合、個別に対応してきました。前回ビジョンまでに直結給⽔率の増加は

ありませんでしたが、今後とも次に⽰すとおり、より積極的に取り組みます。 

・集合住宅の給⽔申込時に、直結給⽔が可能である場合には、直結給⽔⽅式を推奨します。 

・広報媒体に直結給⽔化のメリットを記載する等、積極的に導⼊を推進します。 

Ⅰ.安全な⽔道 
（いつ飲んでも安全な信頼される⽔道） 

1）安⼼して飲める良質な⽔道及び適正な⽔質管理体制 
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③ ⽔安全計画に基づく⽔質管理の⾼度化と公表 
⽔安全計画とは、⽔源から給⽔栓に⾄る全ての段階において包括的な危害評価と危害管理

を⾏うことで、安全な飲料⽔を常時供給し続けるために有効なシステムです。 

本市においては「⽔安全計画」を平成 28 年度に策定し、これに基づいて安⼼な⽔を供給す

るための体制をさらに強化し続けてます。 

今後も、⽔源環境等の変化に即応するため、定期的に⽔安全計画の内容を検証し、⽔質管

理の適正化を図ります。 

また、引き続き⽔質検査計画に基づく、⽔質測定結果の公表を通じて、市⺠の皆様に⽔質

の安全性をご確認いただくとともに、万⼀の⽔質事故等の情報は迅速に公表して注意喚起を

促す等により、信頼関係を醸成したいと考えています。 

 

④ 定期的な流域連携会議の実施 

⽔源の保全や事故対応については、特に河川の場合、⾏政界を超えた周辺事業体との連携

が重要となります。 

本市は、五ヶ瀬川⽔系⽔質汚濁防⽌連絡協議会に参画し、周辺事業体と⽔質に関する情報

交換、危機管理体制、⽔質汚濁防⽌に関する広報活動、⽣活排⽔対策の実施等に関して定期

的に意⾒交換しています。 

今後もこのような取り組みを継続し、周辺事業体と協⼒しながら、⽔源環境の維持や⽔質

事故対策を引き続き充実させていく⽅針です。 

 

⑤ ⼩規模貯⽔槽対策の検討と実施 

貯⽔槽⽔道については、管理の不徹底に起因する衛⽣上の問題がしばしば発⽣するため、

⽔道利⽤者の不信感につながることが懸念されます。 

これらの設備は原則として設置者が管理していますが、上下⽔道局として、貯⽔槽⽔道設

置者に対する指導、助⾔及び勧告や、貯⽔槽⽔道の利⽤者に対する情報提供等を⾏います。 

前回ビジョンから引き続き、保健所による貯⽔槽の清掃業者に対する指導等が⾏われてお

り、今後とも関与の幅を広げるよう検討を進めます。 

 

⑥ 指定給⽔装置⼯事事業者に対する指導の実施 

給⽔装置⼯事の施⼯にあたっての⼿続きや⼯事上の条件、事業の変更等があった場合の上

下⽔道局への届出等、指定給⽔装置⼯事事業者の遵守事項が的確に実施されることを⽬的

に、必要な情報の提供等を⾏い、講習・研修を定期的に実施するよう努めます。 
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5.3. 強靭な⽔道 

中⻑期の更新計画を適宜、⾒直しながら、⽔道施設の統合や⽼朽管の布設替え等の投資を

効率的に⾏えるよう取り組みます。 

 
 

a) 危機管理に対応できる⽔道 
⽔道施設の耐震化やバックアップ体制を構築することにより、緊急時や災害時の影響範囲

を最⼩限にとどめるとともに、断⽔時の給⽔活動や広報の迅速化を図ります。 

 

① ⾮常⽤発電設備の整備 

取⽔ポンプ設備や加圧送⽔施設等、導送⽔に電⼒を必要とする施設で、⾮常⽤発電設備が整

備されていない施設があり、⾮常⽤発電

設備を整備してきた結果、停電時配⽔量

確保率は 58.8%となりました。 

⽔道施設で停電が発⽣した場合、配⽔

池内に貯留された⽔により、⼀定時間は

供給可能ですが、停電が⻑時間に及ぶと

配⽔池内の貯留⽔がなくなり、断⽔が発

⽣する可能性があります。このため、⽔

の供給に電⼒を必要とする施設について

は、引き続き⾮常⽤発電設備を整備し、

危機管理に対応できる⽔道の構築を推進

します。 

 

 

② 配⽔系統間連絡管の整備 

⽔道はライフラインとしての重要性により、⾮常時においても給⽔を継続できるようシス

テムを考慮する必要があり、異なる配⽔池系統間を連絡管で接続していれば、バックアップ

として機能します。 

Ⅱ.強靭な⽔道 
（災害に強く、たくましい⽔道） 

1）危機管理に対応できる⽔道 

2）適切な施設更新、耐震化 

図 5.3.1 ⾮常⽤発電機（⻄階⽔源） 
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旧上⽔道区域内の配⽔池系統については、隣接する配⽔区同⼠が管路で連絡しているた

め、他系統から⼀定の供給を⾏うことが可能となっています。 

しかしながら、旧簡易⽔道区域内の⽔道施設については、地形的な制約もあり、異なる配

⽔系統を相互に融通する機能は未整備のところが多く残っています。 

今後は、施設の統廃合も考慮しながら、これらの独⽴した配⽔池系統を連絡していくこと

を検討します。これまでに旧延岡地区と北川中央地区の連絡は完了し、今後は、旧延岡地区

⽔道の施設と旧下北⽅地区簡易⽔道施設の相互融通について検討します。 

これにより、必要⽔量の⼀部が他の配⽔系統から供給可能になり、災害や事故による断⽔

リスクを低減できます。 
 

③ 緊急遮断弁の整備 
⼤規模地震等の災害や管路破損事故によ

って漏⽔が発⽣すると、急激に配⽔池から
⽔が流出して貯留⽔量が減少し、給⽔に⽀
障を⽣じる場合があります。 

そのため、地震の揺れや過⼤な配⽔池流
出量を検知し、⾃動的に配⽔池からの⽔の
流出を防ぐ緊急遮断弁を整備することが有
効です。これによって、当該配⽔池に⼀定
の⽔量を貯留し応急給⽔としての機能を持
たせるとともに、⼤規模漏⽔による道路陥
没等、２次災害を防ぐ効果が期待できま
す。 

緊急遮断弁は規模の⼤きい主要な配⽔池等を選定し、それらの更新に伴わせて整備を検討
します。 
 
④ 重要拠点施設への給⽔の確保 

 重要拠点施設とは、救急指定病院、⼈⼯透析病院、主要避難場所、福祉避難所、緊急給⽔
栓、官公庁等を想定しており、⾮常時であっても、断⽔を回避する必要性が⾼い施設となっ
ています。 
 本市では令和 6 年度に「延岡市上下⽔道耐震化計画」を策定し、「重要施設に接続する上下
⽔道管路等について、今後概ね５０年間で耐震化を完了することを⽬指し、このうち令和７
年度から令和１１年度の５年間では、宮崎県⽴延岡病院等に接続する上下⽔道管路等の耐震
化を実施することを⽬標とする。」と記載しております。 
 この⽔道施設の整備にあたっては、国の補助⾦、交付⾦等を活⽤しながら段階的に進める
計画です。 

図 5.3.2 緊急遮断弁 
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図 5.3.3 重要拠点施設への供給ルートの耐震化イメージ 

 

⑤ 応急給⽔体制の強化 
本市は南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に

指定されており、地震発⽣の可能性が⾼く、地震、津波によって⽔道施設に甚⼤な被害が発
⽣することが想定されています。 

上下⽔道局では、このような災害時でも⼤規模な断⽔を発⽣させないため、また、仮に発
⽣しても可能な限り⼩規模に抑制するため、施設の耐震化等の施設整備を進めていますが、
万⼀、応急給⽔が必要となった場合に備え、市⺠の皆様が⽣活⽤⽔の確保に困らないよう
に、次の施策を実施します。 
・⽼朽管路の更新や管路の耐震化に併せて緊急⽤の給⽔栓を積極的に整備し、救命ライフラ
インとしての役割を強化します。 
・⽇頃から応急給⽔訓練を実施するとともに給⽔⾞を点検・整備を⾏います。 
・災害対策マニュアルを充実させ、必要に応じて⾒直しを図ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥ 危機管理対策の検討 
地震及び津波対策については耐震化をはじめとする予防的保全のみで対応することは困難

であり、被災時においても最低限の事業が継続されるよう予め対応⽅法を検討することは有
効な危機管理対策となります。本市では、事業継続計画や危機管理マニュアルを策定してお
り、これらを通じて引き続き被災時対応の充実を図ります。 

 
 

図 5.3.4 給⽔⾞ 図 5.3.5 応急給⽔訓練状況 
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b) 適切な施設更新、耐震化 
⽼朽化した⽔道施設の計画的な更新や基幹管路・重要拠点施設への配⽔管の耐震化を図り

ます。 
 
① ⽼朽化施設の更新 
⽔道施設は恒久的に使⽤できるものではなく、補修や修繕でも機能が不⾜する場合は更新

等の対応が必要となります。 
本市においても、設置後、耐⽤年数を超過した施設もあるため、計画的に更新する必要が

あります。 
機械・電気設備や、更新が望ましいと判断された設備についても計画的に更新し、⽔道⽔

の安定供給に努めます。 
 
② 既存⽔道施設の劣化対策 
配⽔池等はコンクリート躯体の劣化進⾏により、⼩規模ながら部分的な漏⽔を⽣じる場合

があります。 
このような施設については、劣化の進⾏を防⽌し、継続利⽤するため、劣化部補修⼯事を

⾏う必要があります。 

また、整備年度が古く、更新基準年度超過している施設については、更新⼯事等を⾏い、

⽔道⽔の安定供給に努めます。 
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※（参考）構造物の劣化 

構造物の代図的な劣化現象については、図 5.3.6 に⽰すとおりです。 

経年化した施設において⾒られる現象で、放置しておくと耐震性能の低下や致命的な破損

の原因になります。 

そのため、こまめな修繕によって、施設の機能を健全に保つ必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.6 代表的な劣化現象 

  

管類の腐⾷ コンクリート躯体のクラック 

コンクリート構造物の劣化 鋼構造物の腐⾷ 
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③ ⽔道施設の耐震化 

本市は南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に

指定されており、南海トラフ地震が仮に発⽣した場合、耐震化されていない施設が⼤きな被

害を受けるとともに、標⾼の低い海沿いでは津波による浸⽔被害が予想され、⼤規模な断⽔

が発⽣する可能性があります。 

全ての施設を更新するには、多⼤な費⽤と期間を要することから、計画的に耐震化を進め

ていきます。 

本市では令和 7 年度に「延岡市⽔道施設耐震化計画」を改定し、計画的に耐震化を継続し

ていきます。主な事業としては下図に⽰すような地震に強い⽔道管路の構築となります。 

 

 

 

図 5.3.7 配⽔池の補強・更新のイメージ 
 

 

 

 

 

図 5.3.8 離脱に強い管路の仕組みのイメージ 
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④ 新技術の導⼊検討 
本市では令和 7 年度に衛星画像と AI を活⽤した漏⽔調査を実施し、市内全域の⽔道管の調

査を実施しました。今後はこの結果を⽤いて効率的な管路更新を⾏っていき、漏⽔量の減少

することで有収率の向上に寄与していきます。 

また、スマートメーター、ドローンなどを使⽤した⾃動点検化のような最新の技術に関し

ても積極的に導⼊検討を図ります。 

 

5.4. ⽔道事業の持続 

⽔道事業を持続するために、施設の統廃合やダウンサイジングに計画的に取り組み、効率

的な事業運営を⾏います。また、国の財政⽀援制度の活⽤を図ることで財源の確保を⾏い、

経営の安定化を図ります。 

 

 
 

a) ⻑期的に安定した事業基盤 
持続可能な⽔道事業を⽬指し、本ビジョンに基づく中⻑期的な更新計画を推進します。 

 
① 施設の延命化・⻑寿命化 
⽼朽化施設の更新については、過去、重点的に整備した施設の更新が同年度に重なり、あ

る年度に財政的な負担が集中することがあります。これを回避するためには、既存施設の適

切なメンテナンス等を実施して延命化を図り、年度ごとの施設整備費を平準化することが有

効です。 

これについて、本市ではアセットマネジメントの構築が完了したところであり、今後、こ

のマネジメントを運⽤し、中⻑期計画を改善しながら、投資の適正化を図ります。 

また、新規に整備する施設については、耐久性向上に資する⼯法の採⽤や、質の⾼い施⼯

（⼯事）の確保等により、施設の⻑寿命化を図ります。 
 

ポリエチレンスリーブは管材をビニールで捲き埋設することにより、管路の外⾯が直接⼟

壌に触れることを防いで管の劣化を防ぎ、⻑寿命化を図る効果があるとされています。ま

た、近年、耐⽤年数が 100 年とされる⻑寿命な管材が開発されており、ライフサイクルコス

トの低減化を図ることができます。 

Ⅲ.⽔道事業の持続 
（いつまでも皆様の近くにありつづける⽔道） 

1）⻑期的に安定した事業基盤 

2）⼈⼝減少社会を踏まえた対応 
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以上のように、既存劣化施設の補修や適切なメンテナンス、施設整備⼯事の際の品質確保

等を図り、既存施設の有効利⽤、新規整備施設の⻑寿命化に努め、施設整備費⽤の抑制を図

ります。 
 

② 内部研修の実施及び外部研修への積極的参加 

本市の⽔道事業では多くのベテラン職員が退職し、若⼿職員の⽐率が⾼いという特徴があ

り、今後ベテラン職員の持っていた知識や技術の継承が⼤きな課題となっています。 

この技術の継承のため、内部研修の実施による職員間の技術交流や、外部研修等への積極

的な参加による技術の研鑽を通し、必要な技術や知識について確実な継承に努めます。 

また、知識を継承するための補助ツールとして導⼊した設備台帳システムや管路台帳シス

テムといった業務⽀援システムを有効活⽤し、知識の共有を図るとともに、タブレット型端

末を⽤いて現地で断⽔影響範囲を確認する等、安全で確実な業務の遂⾏に努めています。 

さらに、職員の技術研鑽のため、法定資格や⺠間資格の取得を推奨する等、技術レベルの

向上に努めます。 
 

③ ⽔道利⽤者とのコミュニケーションの活性化 

⽔道利⽤者のご理解のもと⽔道事業を実施していくため、今後もホームページを通じた情

報公開等を積極的に⾏います。 

また、パブリックコメントを実施する等、⽔道利⽤者のニーズの把握、効果的な広報活動

の展開を図り、⽔道利⽤者の満⾜度が⾼い⽔道事業を⽬指します。 

 

④ 官⺠連携の推進 

官⺠連携とは、⾏政と⺠間企業が協⼒し、公共サービスの向上や地域課題の解決を図る取

り組み。⺠間の技術や効率性を活かし、⾏政の負担軽減やサービス改善を実現する仕組みで

す。 

本市においても、ウォーターPPP 等、官⺠連携を推進していきます。  

 

⑤ 広域化の推進 

「宮崎県⽔道広域化推進プラン」（令和 5 年 3 ⽉）に基づき、関係⾃治体との調整を引き続

き進めていきます。 
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b) ⼈⼝減少社会を踏まえた対応 
⽔道事業を持続するために、施設の統廃合やダウンサイジングに計画的に取り組み、効率

的な事業運営を⾏います。また、国の財政⽀援制度の活⽤を図ることで財源の確保を⾏い、

経営の安定化を図ります。 

 

① 施設規模の適正化 

給⽔量の減少に伴い、中⻑期的な⽔需要量の⾒通しを分析し施設の統廃合を⾏いながら、

それに⾒合った適正な施設規模への更新を検討します。 

ただし、施設には耐⽤年数がありますので、適正な更新時期を評価し、施設規模の適正化

を図ります。 

 

② 適正な給⽔収益の確保 

今後、⼈⼝減少に伴い給⽔収益が減少する中、⽼朽化施設の更新や耐震化に対応する財源

を確保する必要があります。 

これについては、更なる経営効率化により⽀出削減等に努めるとともに、必要に応じて料

⾦改定について検討し、収益の適正化を図ります。 
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6. 耐震化計画 
本市の⽔道施設の耐震化は、「延岡市上下⽔道耐震化計画」、「延岡市⽔道施設耐震化計画」に基

づき実施していきます。 

6.1. 耐震化の現状 

6.1.1. 施設 

本市の⽔道施設の耐震性評価を実施し、施設の耐震化率を算出しました。本市の浄⽔施

設、配⽔池の耐震化率は令和 6 年度末時点で 63.1%、80.4％です。 

また、取⽔施設の耐震化率が 7.0%となっており、浄⽔施設や配⽔施設に⽐べて⾮常に低

い状況です。これは施設能⼒の⼤きい古城⽔源系統、三輪⽔源系統、祝⼦⽔源系統の耐震性

評価が低いことが主な要因となっています。過去の事例では、取⽔施設の構造被害が直接の

断⽔原因となった事例はなく、地震時の振動等による濁りや管路接続部の可とう性が問題と

なっています。 
 

表 6.1.1 耐震性なしと判断された施設（延岡地区） 

 

系統 設置場所 施設名称 種別 構造 建設年度 経過年数
⻄暦

古城水源系統 古城⽔源地 古城1号⽔源 取⽔施設 RC造 1953 72
古城水源系統 古城⽔源地 古城3号⽔源 取⽔施設 RC造 1963 62
古城水源系統 古城⽔源地 送⽔ポンプ井 浄⽔施設 RC造 1985 40
古城水源系統 古城⽔源地 第1系送⽔ポンプ 送⽔施設 - 1986 39
古城水源系統 古城⽔源地 第2系送⽔ポンプ 送⽔施設 - 1986 39
三輪水源系統 三輪⽔源地 三輪1号⽔源 取⽔施設 RC造 1982 43
三輪水源系統 三輪⽔源地 三輪2号⽔源 取⽔施設 RC造 1982 43
三輪水源系統 三輪⽔源地 三輪3号⽔源 取⽔施設 RC造 1982 43
三輪水源系統 椿サンハイツ加圧ポンプ場 椿サンハイツ加圧ポンプ場受⽔槽 配⽔施設 FRP製 1988 37
三輪水源系統 ⼤瀬減圧弁室(ピット) ⼤瀬減圧弁室(ピット) その他 RC造 1989 36
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦1号⽔源 取⽔施設 RC造 1953 72
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦3号⽔源 取⽔施設 RC造 1963 62
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 1,3号 電動弁室 その他 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 1,3号 流量計室 その他 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦2号⽔源 取⽔施設 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 2号井 電動弁室 その他 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 2号井 流量計室 その他 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦4号⽔源 取⽔施設 RC造 1977 48
祝子水源系統 祝⼦⽔源地 4号井 電動弁室 その他 RC造 1977 48
祝子水源系統 樫⼭配⽔池 樫⼭配⽔池 配⽔施設 PC造 1978 47
祝子水源系統 追内ポンプ場 追内ポンプ場 ポンプ所 CB造 1977 48
祝子水源系統 今⼭ニュータウンポンプ場 今⼭ニュータウンポンプ場受⽔槽 配⽔施設 RC造 1980 45
祝子水源系統 今⼭ニュータウンポンプ場 今⼭ニュータウンポンプ ポンプ所 - 1980 45
西階水源系統 ⻄階⽔源地 ⻄階⽔源 取⽔施設 RC造 1974 51
西階水源系統 ⻄階⽔源地 電動弁室 その他 RC造 1974 51
細見水源系統 細⾒⽔源地 細⾒⽔源 取⽔施設 RC造 1984 41
細見水源系統 細⾒⽔源地 電動弁室 その他 RC造 1984 41
細見水源系統 細⾒⽔源地 送⽔流量計室 その他 RC造 1984 41
細見水源系統 細⾒配⽔池 細⾒配⽔池 配⽔施設 PC造 1985 40
細見水源系統 ⾏縢加圧ポンプ場 ⾏縢加圧ポンプ ポンプ所 RC造 1986 39
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6.1.2. 管路 
本市の管路の耐震性評価を実施し、管路の耐震化率を算出しました。令和 6 年度末時点の

管路延⻑は約 1,049km であり、そのうち 96.1%を配⽔管が占めています。 

管種の内訳としては、導⽔管は塩化ビニル管、送⽔管はポリエチレン管、配⽔本管はダク

タイル鋳鉄管、配⽔⽀管は塩化ビニル管の布設割合が⼤きい状況です。 

管路全体の耐震化率は 31.9%となっており、基幹管路（導⽔管・送⽔管・配⽔本管）の耐

震化率は 38.3%、耐震適合率は 41.1％であり、管路全体の耐震化率より⾼い状況です。 

 
6.2. ⽔道施設の⽼朽化 
6.2.1. 施設 

本市の⽔道施設の経年化率を算出しました。本市の浄⽔施設、設備の法定耐⽤年数超過率

はそれぞれ令和 6 年度末時点で 0.0％、39.9％です。 

また、各地区に設置されている施設について、建設からの経過年数等を整理しました。そ

の中で、経過年数や⽬視調査による劣化評価で、最も状態が悪いと判断した施設である劣化度Ⅰの施

設を下記に⽰します。 

祝⼦１号⽔源は建設年から 72 年経過しており、劣化が進んでいることが分かります。 

 
表 6.2.1 劣化度Ⅰの施設⼀覧 

 
  

地区 系統 設置場所 施設名称 種別 構造 建設年度 経過年数
⻄暦

延岡地区 祝⼦⽔源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦1号⽔源 取⽔施設 RC造 1953 72
延岡地区 祝⼦⽔源系統 祝⼦⽔源地 祝⼦2号⽔源 取⽔施設 RC造 1977 48
延岡地区 祝⼦⽔源系統 祝⼦⽔源地 2号井 流量計室 その他 RC造 1977 48
延岡地区 ⻄階⽔源系統 ⻄階配⽔池 ⻄階配⽔池 配⽔施設 PC造 1976 49
北⽅地区 下北⽅⽔源系統 下北⽅浄⽔場 滅菌室・混和槽 浄⽔施設 RC造 1971 54
北⽅地区 下北⽅⽔源系統 下北⽅配⽔池 流量計室 その他 RC造 1980 45
北⽅地区 下北⽅⽔源系統 下北⽅配⽔池 弁室 その他 RC造 1980 45
北⽅地区 下北⽅⽔源系統 川⽔流配⽔池 川⽔流第2配⽔池 配⽔施設 RC造 1980 45
北浦地区 市振⽔源系統 市振配⽔池 市振配⽔池 配⽔施設 RC造 1973 52
北浦地区 三川内⽔源系統 三川内第1配⽔池 三川内第1配⽔池（旧） 配⽔施設 RC造 1978 47
北浦地区 三川内⽔源系統 三川内第2配⽔池 三川内第2配⽔池（旧） 配⽔施設 RC造 1978 47
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6.2.2. 管路 
本市の⽔道管路の経年化率を算出しました。法定耐⽤年数超過管路率は、令和 6 年度末時

点で 21.6％です。本市では主に 1970 年以降に管路が布設されており、特に 1979 年と

1982 年、2000 年と 2001 年に多く布設されています。今後、布設から 50 年以上経過する

管路の割合が増加していく傾向です。 

本市では、法定耐⽤年数の⽔道施設のうち、「導⽔管」「送⽔管」「配⽔管」について、管種

ごとの更新基準年数（耐⽤年数）を以下のとおり設定しました。 
 

表 6.2.2 管種別の更新基準年数（耐⽤年数） 
管種 更新基準 備考 

ダクタイル 
鋳鉄管 

GX 管 100 年 公称耐⽤年数 
ポリエチレンスリーブ

あり 80 年 他事業体事例より 
ポリエチレンスリーブ

なし 70 年 管体調査結果より 

鋼管 
SP（溶接管）、SUS、

NCP 80 年 管体調査結果、他事業体事例より 

VLP、WSP 40 年 法定耐⽤年数（他事業体事例より） 

ポリエチレン管 PE、PP 
WE、WEET、WEETA 100 年 公称耐⽤年数 

硬質塩化 
ビニル管 

VP-RR ロング管 
HIVP-RR ロング管 40 年 法定耐⽤年数 

VP-TS、VP-RR 
HIVP-TS、HIVP-RR 40 年 法定耐⽤年数 

 

6.3. 耐震化⽅針 

耐震化⽅針として、前回の耐震化計画の耐震性評価の⾒直しをおこない、新たな新⽔道ビ

ジョンの耐震化⽅針に基づき計画的に施設、管路の更新を進めていきます。 
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7. 事業計画 
7.1. 事業計画⽅針 

事業計画⽅針は、ケース③の令和８年度から令和 10 年度までは、12.6 億円/年とし、令和 11 年度か
ら令和 17 年度までは 17.9 億円/年とします。 

令和 11 年度以降について、管路は更新基準年数で更新をしますが、施設・設備はアセットマネジメント
計画に基づき、施設の延命化を図りながら更新をしていきます。 

 

表 7.2.1 ケース①、②、③の事業費まとめ 

  ケース① ケース② ケース③ 

施設・設備 法定耐⽤年数で更新 
（8.2 億円/年） 

更新基準年数で更新 
（5.9 億円/年） 

令和 10 年度まで、建設
改良費 12.6 億円/年の
事業を⾏い、 
令和 11 年度以降は更新
基準年数を延⻑して更新
する。 

管路 法定耐⽤年数で更新 
（34.3 億円/年） 

更新基準年数で更新 
（15.0 億円/年） 

令和 10 年度まで、建設
改良費 12.6 億円/年の
事業を⾏い、 
令和 11 年度以降は更新
基準年数で更新する。
（15.0 億円/年） 

合計 42.5 億円/年 20.9 億円/年 12.6 億円(R10 まで) 
17.9 億円(R11 以降) 

 

 

7.2. 事業計画概要 
7.1 の⽅針に基づき、令和 8 年度から令和 17 年度までの総事業は約 163 億円、令和 10 年度まで

総事業費は約 38 億円、令和 11 年度から令和 17 年度までは約 125 億円を⾒込んでいます。 
⽔道管路を更新することで、耐震化率が令和 10 年度には約 35%、令和 17 年度の耐震化率は約

43%以上を⽬指し、現状（31.9%）に⽐べて 10%以上上昇する⾒込みです。 
 

7.2.1. 施設 
⽔道施設については、重点事業を優先して実施します。その他の施設については、緊急性や耐震性を考

慮しながら、施設の更新を進めていきます。重点事業の事業費は約 10.5 億円を⾒込んでいます。 
【重点事業】 

・  古江配⽔池の更新 約 3.7 億円 
・  細⾒配⽔池の更新 約 6.8 億円 
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7.2.2. 管路 
⽔道管路については、重要給⽔施設管路や導⽔管・送⽔管・配⽔本管といった基幹管路など、重要度

や⽼朽化状況に応じて優先度を設定して管路の布設替えを⾏います。10 年間の管路事業費として、約
150 億円を⾒込んでいます。 

【重点事業】 
・  ⻄階通線配⽔管耐震化 約 1.0 億円 
・  猪の内送⽔管耐震化 約 1.0 億円 

 
表 7.2.1 事業計画概要 

 

 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

古江配水池の更新

細見配水池の更新

西階通線配水管耐震化工事

猪の内送水管耐震化工事

管路は優先順位を参考に順次更新

管路耐震化率
43%以上

（R6年度末：31.9%）

事
業
概
要

水道施設

水道管路

35 %
1%/年更新 1%/年以上更新
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8. フォローアップ 
8.1. 重要業績評価指標 

本ビジョンでは、施策の数値⽬標として KPI(重要業績評価指標)を設定しました。設定した⽬
標値を、表 8.1.1 に⽰します。 

 
表 8.1.1 KPI(重要業績評価指標) 

 業務指標 単位 令和 6 年度 ⽬標値 

強靭な⽔道 
法定耐⽤年数超過設備率 ％ 39.9 40 以内 

配⽔池耐震施設率 ％ 80.4 84 以上 
管路の耐震化率 ％ 31.9 43 以上 

⽔道事業の持続 
経常収⽀⽐率 ％ 115.5 100 以上 
料⾦回収率 ％ 111.9 100 以上 
施設利⽤率 ％ 76.7 70 台 

 

8.2. PDCA サイクル 
今後は本ビジョンによる実現化⽅策について、それらの優先順位を考慮しながら、事業を実施

します。  

しかし、内部環境や外部環境の変化にともなって、本ビジョンの内容が陳腐化することも想定

され、より実効性のある計画とするために、定期的にフォローアップを実施します。 

フォローアップでは、PDCA サイクルに⽰すとおり、計画の策定（Plan）、事業の推進

（Do）、⽬標達成状況の確認（Check）、改善の検討（Action）を⾏います。 

また、このサイクルにより、当初の計画や事業推進に伴う問題点、事業の有効性等を明確に

し、定期的に計画を⾒直します。経営戦略では、策定後に、広域化や⺠間活⽤などの新たな経営

健全化策や、料⾦⾒直しにおける財源確保などへの取組が具体化した場合などは、その内容を反

映させるため随時⾒直しを⾏い、サービスの向上と経営改善に努めていきます。 

 

図 8.2.1  PDCA サイクル図 
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9. 経営戦略 
9.1. 経営戦略の策定及び⾒直しの趣旨 
9.1.1. 背景と⽬的 

延岡市の⽔道事業は、市制 20 周年の記念事業として昭和 27 年に起⼯し、昭和 31 年２⽉に

供⽤を開始しました。その後、⽔需要の増⼤と給⽔区域の拡張のため、数次にわたる拡張事業に

着⼿するとともに、平成の市町村⼤合併や簡易⽔道事業等の事業統合に伴い平成 28 年度より計

画給⽔⼈⼝ 120,900 ⼈、⼀⽇最⼤給⽔量 55,900 ㎥/⽇の事業規模となり、安全で安定した供給

体制の確⽴を図っています。 

現在、本市が早急に取り組むべき課題として、昭和 40 年・50 年代に⼤幅に拡張した管路や

施設（旧北⽅、旧北浦、旧北川を含む）が多数存在し、更新時期を迎えています。 

また、発⽣が想定される南海トラフ地震等の⼤規模地震発⽣の際には、施設の被災や津波によ

る浸⽔被害等が懸念されており、⾮常時においても機能を保持するため、管路をはじめとする施

設の耐震化などの対策も急務となっています。 

さらに、⼈⼝減少や節⽔型機器の普及、ライフスタイルの変化などによる⽔需要の減少等に起

因して、⽔道収益は減少傾向にあり、今後⽔道事業の運営は厳しさを増す中、平成 26 年８⽉に

総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項について」が発出され、公営企業の中⻑期的

な経営の基本計画となる「経営戦略」の策定が要請されました。 

このため、本市においても、総務省の通知に基づき、⽔道事業の経営基盤の強化と財政マネジ

メントの向上に取り組むため、平成 31 年２⽉に令和元年度から令和 10 年度までを計画期間と

する「延岡市⽔道事業経営戦略」を策定し、令和３年３⽉に現状分析資料や財政の⾒通しなど所

要の改定を⾏いました。 
 

9.1.2. ⾒直しの経緯 
令和４年１⽉に総務省「「経営戦略」の改定推進について」の通達において、策定した経営戦

略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、ＰＤＣＡサイクルを通じて質を⾼めていくため、３年か

ら５年内の⾒直しを⾏うことの重要性が⽰されました。 

このため、近年の物価⾼騰等の影響を事業費に反映し、新たに本計画を改定するものです。 
 

9.1.3. 計画期間 
本経営戦略の計画期間は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。また、計画

⾒直しについては、５年ごとを原則とし、乖離が⼤きくなった場合は随時⾏うものとします。 
 

 

 

2019 

H31 

2020 

R2 
･･･ 

2025 

R7 

2026 

R8 

2027 

R9 

2028 

R10 

2029 

R11 

2030 

R12 

2031 

R13 

2032 

R14 

2033 

R15 

2034 

R16 

2035 

R17 

経営戦略計画期間（前期） 策定              

経営戦略計画期間（今期）    ⾒直し           
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9.2. 投資・財政計画（収⽀計画） 
9.2.1. 投資・財政計画（収⽀計画） 

表 9.2.1 に⽰す通りです。 
 

9.2.2. 投資・財政計画（収⽀計画）の策定に当たっての説明 
a) 収⽀計画のうち投資についての説明 
1) ⽬標 
「アセットマネジメント計画」等に基づき、優先順位を考慮しながら、投資の平準化を図ると

ともに、持続可能な⽔道施設の管理に努めます。 

2) 内容 

建設改良費として３年間（令和８年度から 10 年度まで）は約 38 億円（年平均約 12.6 億

円）を計上しています。その後、７年間（令和 11 年度から 17 年度まで）はアセットマネジメ

ント計画に基づき、約 125 億円（年平均約 17.9 億円）に増額しています。 

⽔道は市⺠の⽣活に⽋かせないものであり、将来にわたって⾼い安全性が求められる施設であ

るため、常に良好な状態となるよう整備します。また、近年全国的に⼤規模な災害が頻発する

中、災害に強い施設とするため、施設の⻑寿命化・耐震化を進めます。 

 

b) 収⽀計画のうち財源についての説明 

1) ⽬標 

計画期間中のすべての年度において、給⽔に係る費⽤が給⽔収益で賄えていることを⽰す⽔準

である料⾦回収率 100％以上を⽬指します。また、企業債については、有効な活⽤に努めます。 

2) 内容 

⽔道料⾦については、令和７年度は決算⾒込額、令和８年度以降は⼈⼝減少等による影響を鑑

みて算出し計上しています。投資に係る企業債発⾏額については、必要な財源を確保するため、

事業費に応じて計上しています。また、繰⼊⾦については、総務省における地⽅公営企業繰出⾦

の基準内の繰⼊⾦を⾒込んでいます。 
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c) 投資以外の経費についての説明 
⼈件費 令和８年度の⼈員体制に賃⾦上昇率を勘案して推計しています。 
経費 令和８年度を基準とし、過去の推移を勘案して推計しています。 
減価償却費 
（※⻑期前受⾦戻⼊
益も同様） 

令和６年度までに取得した資産分に加え、令和７年度以降に取得予定の資
産分を踏まえて算出し計上しています。償却率は、施設の耐⽤年数に応じ
て設定しています。 

⽀払利息 令和６年度までに借⼊した企業債の利⼦償還⾦に加え、令和７年度以降に
発⾏する分の償還⾦を⾒込んで計上しています。 

企業債償還⾦ 令和６年度までに借⼊した企業債の元⾦償還⾦に加え、令和７年度以降に
発⾏する分の償還⾦を⾒込んで計上しています。新規借⼊分は償還期間 30
年で試算しています。 

 

9.2.3. 投資・財政計画（収⽀計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
1) 今後の投資についての考え⽅・検討状況 
広域化・共同化・最
適化に関する事項 

⾏政区域を越えた事業の広域化については、県と連携を図りながら研
究していきます。 

投資の平準化に関す
る事項 

効率的かつ効果的に施設を管理・更新し、将来にわたる更新需要に的確
に対応することを⽬的としてアセットマネジメント⼿法を実践してい
ますが、今後についても、⼈⼝減少を踏まえたダウンサイジングや⻑寿
命化を図るなど、アセットマネジメントの精度を⾼めていきます。 

⺠間活⼒の活⽤に関
する事項 
 

サービスの向上や業務の効率化を図るため、⽔道メーターの検針業務
や上下⽔道料⾦の収納業務など、窓⼝業務を含めた料⾦徴収に係る事
務を包括的に委託してきましたが、より⼀層効率的な運営形態を⽬指
して様々な外部委託⽅式の研究を⾏います。 

その他の取組 他⾃治体の事例を参考に、本市において導⼊可能であるか検討してい
きます。 

 
2) 今後の財源についての考え⽅・検討状況 
料⾦の⾒直しに関す
る事項 

令和 12 年度から収⽀不均衡となるため、経営戦略の３年から５年内の
⾒直しに併せて、再度収⽀を⾒込み、料⾦改定を検討します。 

資産活⽤による収⼊
増加の取組について 

未利⽤地の有効活⽤等について、他⾃治体の事例を参考に、本市におい
て導⼊可能であるか検討していきます。 

その他の取組 料⾦収⼊の未納回収のために、徴収業務の強化を検討していきます。ま
た、広告収⼊など新たな収⼊確保を検討していきます。 

 
 
 
 



 

75 

3) 投資以外の経費についての考え⽅・検討状況 
⺠間活⼒の活⽤に関
する事項（包括的⺠
間委託等の⺠間委
託、指定管理者制度、
PPP／PFI など） 

各業務の課題を踏まえ、市⺠サービスの向上や効率的、効果的な⺠間活
⼒の活⽤を検討します。 

職員給与費に関する
事項 

事業の重要性や業務内容の変化など必要に応じて適正な⼈員配置を⾏
うとともに、職員の能⼒向上やベテラン職員からの技術継承など⼈材
育成に取り組んでいきます。 

動⼒費に関する事項 収⽀の⾒直しの際に推定値の調整を⾏っていきます。 

薬品費に関する事項 従来から単価契約の実施などにより、経費削減に取り組んでおります
が、他⾃治体の事例を参考に、経費削減につながる取り組みについて検
討していきます。 

修繕費に関する事項 効率的な⽔道施設の改築・修繕を実施していくことにより、施設の⻑寿
命化を図りながら修繕費の抑制に努めていきます。 

委託費に関する事項 統合、整理できる委託業務について検討し、経費の削減、業務の効率化
を図る。 

その他の取組 他⾃治体の事例を参考に、本市において導⼊可能であるか検討してい
きます。 
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表 9.2.1 ⽔道事業会計投資・財政計画（令和７年度〜令和 17 年度） 
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9.3. 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 
本経営戦略は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間における、⽔道事業の⽅向性を⽰してお

り、今後は本経営戦略に基づいて運営を⾏っていきます。 
計画を着実に実⾏するために、PDCA サイクルを活⽤し、モニタリングにより進捗状況を管理することで、定

期的に計画の⾒直しを⾏いながら事業を実施していきます。 
なお、経営戦略策定後に、広域化や⺠間活⽤などの新たな経営健全化策や、料⾦⾒直しにおける財源

確保などへの取組が具体化した場合などは、その内容を反映させるため随時⾒直しを⾏い、サービスの向上
と経営改善に努めていきます。 
※PDCA サイクル…計画の策定(Plan)、事業の推進(Do)、⽬標達成状況の確認(Check)、改善の検討(Action)という

４つの項⽬を循環させ、当初の計画や事業推進に伴う問題点、事業の有効性等を明確にし、定期的に経営戦略の⾒直し

を⾏います。 

 
図 9.3.1 PDCA サイクル図 

 


